
昭和26年9月4日第三種郵便物認可昭和57年6月10B発行（毎月1回10日発行）通巻483号
ISSNO388-8606

林業技

■■■■■■■■■■両

■1982/NO2/No483

6

1JUTSU



牛方式5分読コンパストラ

唾_ノ

ワーー｡

両面水準器／ミラー付～

LS-25－

レペノ且万一ラコン

■コンパス測量はもとより、水準測定、
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い硝子焦点鏡等々ウシカタの測量器は

精度と機能をさらに理想に近づけました。
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操作性を追求した
ウシカタの測量･測定器。
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照葉樹林激減－

環境庁調査より

この1月，環境庁は第2回自然環境保全基礎調査の結果を公表した。この調査は昭

和53,54年度に行われたものであるが，その一部が報道関係者に紹介されて，「照葉

樹林ほとんど壊滅」というショッキングな見出しが新聞紙_I二を賑わせることとなっ
た。

それは，今回の調査の一環として，照葉樹林と湿原に重点を置いて行われた特定植
物群落調査の成果にもとづくものであった。その調査について，少し詳しく見てみよ
う。

今回の調査は，つぎのような選定基準によって，植物地理学的・生態学的に重要な
意味をもつ群落の分布と生育状況を調べたものである。

A、原生林またはそれに近いもの（とくに照葉樹林）
B.極めてまれな植物群落

C.南限，北限，隔離分布等分布限界にある群落

D.特殊な立地に特有で，その特徴が典型的な群落（とくに湿原）
E.郷土景観を代表する群落で，その特徴が典型的なもの

F.人工林であっても，長期にわたって人手が入っていないもの

G.人為のために極端に少なくなるおそれのある群落

H.その他学術上重要な群落

選定された群落は全国で3,833カ所に及んだが，このうちシイ，カシ，タブ等の照

葉樹林（亜熱帯常緑広葉樹林は除く）は903カ所，総面積16,062haであった。

照葉樹林の北限は，太平洋側では岩手県船越大島，日本海側では秋田県象湾および

山形県飛島の，いずれもダブ林であり，その南限は屋久島のヤマグルマ林であった。
個々 の照葉樹林の規模はきわめて小さく,10ha未満のものが全体の80%以上,100

ha以上のものはわずかに23カ所にすぎなかった。1カ所あたりの面積は南へ行くほ
ど大きくなり，大分・宮崎・鹿児島の3県で50カ所（5.5％）に対して面積6,832ha
(43％）に達するという。

照葉樹林は，太古の昔には屋久島から東北地方沿岸部までの暖温帯を覆っていたに

ちがいない森林である。その森林が，北海道まで含めた全国3,833カ所の調査地のう
ち，24％にすぎない903カ所，面積にすれば935,000haのうち16,000ha,1.7%とご

くわずかな比率でしか残っていないことを，この環境庁調査は数字で明らかにした。
そして，その残存形態もいわゆる自然の型のまま残っているものはごく少なく，鎮守

*信州大学
理学部教授



の森,社寺林などとして断片的に残されているものが’照葉樹林全調査地の半数に及

んだのである。

新聞紙上の「激減･壊滅」の文字も’なるほどもっともと思わせるものがある。し

かし’その記事をうのみにするまえに,照葉樹林そのものについて，少々 考えておく

ことがありそうである。

なお，同調査による500ha以上の残存照葉樹林について，その所在地名を記録して

おこう。それはわずか3カ所にすぎない。

宮崎県高岡の照葉樹林．．…1,500ha

東京都御蔵島の自然林……1,200ha

鹿児島県屋久島のヤマグルマ林･…･･800ha

このほかに三重県伊勢神宮の照葉樹林……5,500haが挙げられているが，その一部

に針葉樹林を混じえるため，照葉樹林とは別枠の暖温帯植生として区分されている。

地球上のもっとも乾燥した地域は砂漠であり，湿潤度を増すにつれて草原，サバン

ナ，森林と移り変わることが知られている。そして，森林が成立するのに十分な湿潤

度をもつところでは，気温の違いによって成立する森林が異なり，高温から低温への

系列に応じて，熱帯多雨林，亜熱帯多雨林，暖温帯照葉樹林あるいは硬葉樹林，冷温

帯落葉広葉樹林，亜寒帯常緑針葉樹林と変化する，というのが教科書の教えるところ

である。

これだけを見れば，照葉樹林は多雨林からの連続であり，落葉広葉樹林へと連なっ

ているものと思いがちである。たしかにそうなのではあるが，その系列の中で照葉樹

林は性格的にちょっと独特のものであることに注目しなければならないであろう。

もう10年あまり昔のことであるが，林業試験場の加藤亮助氏とはじめて熱帯多雨

林を訪れたとき,2人が異口同音に発したのは，「これは夏の北海道の広葉樹林と同じ

じゃないか」という言葉であった。熱帯多雨林は，温度系列上の照葉樹林を飛び越し

て，夏の落葉広葉樹林に似ていると感じたのである。

それは，両者が夏だけに対応する相観をもつものであったためであろう。もちろん

北海道の広葉樹林は，冬越しのためには葉を落としてしまうが，その夏の姿は夏のこ

とだけを考えた様相であり，その意味で1年中夏の熱帯多雨林と似ていると感じたの

であろう。

これに対して，照葉樹林は冬の寒さを防御するための策を持った常緑広葉樹林であ

る。葉は割合小型で厚く，表皮のクチクラがよく発達してピカピカと光っており，こ

のことが「照葉樹」の名を生んだ。芽は鱗片や毛，ろう質物質などで保謹されてい

る。同じ常緑広葉樹林であっても，寒さに対する適応形態をもつ照葉樹林と，その適

応の必要がない熱帯多雨林とでは，性格的にまた相観的に異質のものなのである。

照葉樹林という呼び名は，1930年ごろ，中野治房博士によって与えられたという

が，一般に使われるようになったのは比較的新しい。つい先ごろまで，たんに常緑広

葉樹林と称されてきた。わが国には，照葉樹林以外に常緑広葉樹林がなかったためで

ある。沖縄の亜熱帯林は照葉樹林とは違う常緑広葉樹林であるが，その構成種には照

葉樹林との共通種を多く含み，相観的にも照葉樹林に似通っているため，これを含め

3

照葉樹林の特性

と分布



4

日本文化を支え

た照葉樹林

ても「常緑広葉樹林」一本でそうたいして不都合はなかったのである。

照葉樹林の名が一般にも広く使われだしたのは1960年代後半からであったと思う。

1969年上山春平編『照葉樹林文化』が出版されるに及んで，照葉樹林の名は一躍有

名となった。

地球上における照葉樹林の分布地域はごく限られている。日本の南西部から，アジ

ア大陸の揚子江以南の山地，ヒマラヤ山地にかけての地域がそれであり，照葉樹林は

東亜を特徴づける特有の植生ということができる。

揚子江流域から海岸にかけての中国中部の平野部も，温度条件からいえば照葉樹林

帯といえるが，何しろ人間の歴史の長い地域であり，徹底的に破壊されつくしてお

り，今はそのおもかげをとどめない。また，アメリカ大陸の東部にも照葉樹林があっ

てもよい暖温帯地域が広いが，ここにも照葉樹林は見当たらない。これらの地域に

は，照葉樹林に不可欠な夏の十分な降水戯がないことが，その原因らしい。

地中海沿岸を特徴づけるオリーブやコルクガシの硬葉樹林は，よく照葉樹林と比較

の対象となる。暖かさの指数（月平均気温の5°Cを超える分の12カ月積算値）で比

較すると，両者の分布域はともに180～85(｡C月）であって，温度的には差はないの

であるが，照葉樹林帯は大量の夏雨，硬葉樹林帯は冬雨という点で大きな差異があ

る。硬葉樹林は，冬の寒さよりも，夏の乾燥に対応した森林なのである。

山地を除いた西南日本のほとんど全部を占ぬる照葉樹林帯は，日本文化のふる里で
あり，ゆりかごでもあった。

数千年以上にわたる日本人の活動は，自然とくに森林への干渉なしには保証されえ

なかったであろう。かつて，広大な面積を占めていた照葉樹林は，永い人間の歴史の

なかで利用され，いじめられ，そしてしだいしだいにその面積を狭めていったのであ

る。

福井県三方町の烏浜遺跡は，10,000年以上も前にすでに人間の居住が認められて

いるところであるが，安田喜憲博士によれば，6,500年前ぐらいがその地での照葉樹

林の全盛時代であり，その後森林が伐り荒らされて行くという。その遺跡からは，石

斧の柄に堅くて弾力のあるユズリハ，ヤブツバキ，サカキなどを，また弓にはカシ，

建築用材にはヒノキやクリなどとともにカシやシイを使っていたことを証明する出土

品が得られている。これらの照葉樹がたんに使用されていただけでなく，用途によっ

て適材が使い分けられていたことは興味深い。

三世紀ごろの日本を知る手がかりとなる魏志東夷例伝倭人の条は，邪馬台国と卑弥

呼で有名である。邪馬台国の所在は，九州と大和をめぐって江戸時代からの論争の的

であるが，九州，大和いずれにしても照葉樹林帯にある。魏志倭人伝の植物の記載を

解読した苅往昇博士によれば，邪馬台国の森林植生は，タブ，クス，カシ類などの

上木に覆われた照葉樹林，部分的にはカヤなどの針葉樹，疎開地にはコナラ，クヌ

ギ，カエデ類，またタチバナやシュロなどが現われるという。

農耕文化が発達するとともに，照葉樹林の破壊も進み，農地が拡大するだけ照葉樹

林の面積は減っていったはずである。とくに水田作の適地が平野部の照葉樹林の分布

域と重なっていたことは，照葉樹林にとって大きな不幸であった。それのみならず，



農地や集落の周辺の林は，農用肥料源としての落葉や下草の供給地であり，道具や住

居を作るための木材，また日常の燃料としての薪の給源でもあったのである。こうし

て，西南日本の照葉樹林はつぎつぎと姿を消し，また収奪をくり返され，衰退して行

かざるをえなかったのである。

照葉樹林が酷使されたのは，農地腱村のためだけではなかった。街力乱発達すればそ

の建築資材や燃料として，また鉄や銅など鉱産物精錬用の燃料，陶器を焼くための燃

料，塩田の燃料等々 ，日本文化進展のエネルギー源として，文化圏の森林は収奪され

る一方であった。その最大被害者が照葉樹林であったことはいうまでもない。

大阪の泉北丘陵は，かつて陶器を大量に焼いたところである。この地の窯跡を調べ

た西田正規博士は，六世紀ごろまでの年代の古い窯で使っていた薪はほとんどがカシ

などの照葉樹であり，六世紀後半からはアカマツがぐんと増え，七世紀後半にはすべ

てアカマツになると報じている。これは，七世紀にはもはやその周辺の照葉樹林が伐

り尽されたものと見るべきであろう。

六世紀から七世紀にかけてというのは飛鳥時代である。日本文化が急激に展開をは

じめたこの時代に，周囲に豊かであった照葉樹林が尽きて行くことは，照葉樹林の犠

牲の上に日本文化が成り立ったことを証明する以外の何物でもない。

何年か前，難波の宮跡から土木工事に使ったとみられる修羅が出土した。それはウ

ラジロガシの大径木を使ったものであったが，各種の学術的な見地から，昔どおりに

復元し，昔どおりに使ってみる実験が行われて話題となった。しかし，その修羅復元

のためのウラジロガシの大径木が，大阪周辺で見つかるはずはなく，遠く南西諸島に

求めざるをえなかったのである。

さて，照葉樹林は決して気持の良い森林ではない。湿度高く，冬でも林床まで濃緑

で，林内は薄暗い。鮫や蛇などの好まれない動物も多ければ，じめじめした陰気な環

境は病菌の巣の感もある。うっとうしいその森林は，人が喜んで立入るよりは，人を

避けさせる雰囲気を持っている。北方から渡来した民族には，こんな森林ははじめて

出逢うものであったろうし，南方系の民族にも，異質な森林であった。こんなイメー

ジが，森林を抜け出すこと，森林を壊して新しいものを作ることこそ文化だと思わせ

た，そこで照葉樹林の破壊により拍車がかかった，とはいえないだろうか。

というのも，照葉樹林帯を故郷とする西南日本人と，明るく活達な落葉樹林帯を故

郷とする東北日本人とでは，森林に対するイメージが異なることを感じるからであ

る。事実，森林を友とし，森林を楽しみ遊ぶ感覚は東北人のほうが優れているといえ

る。山菜採りやキノコ狩りなどが落葉樹林帯で盛んなのはその例といいたい。

日本文化発達のかげに，永年収奪をくり返されて来た照葉樹林はどう変わって行っ

たのであろうか。農地に街に，そして近年は工場にと直接姿を変えてしまうのが，も

っとも著しい変貌であった。現在の日本の水田や市街地のおそらく7割は照葉樹林の

跡といってもよいのではないだろうか。収奪をくり返された傾斜地の照蕊樹林は，や

がて地力を失い，植生は劣化して，侵食をうけ，その著しいところはつぎつぎにはげ

山と化した。幸いにそれに至らなかったところも，照葉樹林を保つだけの地力を保持

しえず，生態的に劣位な未熟な植生を保つのが糖いっぱいであった。その代表が西南

5

照葉樹林はいま
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日本の至るところに見られるマツ山である。

前述の邪馬台国の植生にはマツは見当たらない。これが三世紀である。泉北丘陵の

陶器燃材は六世紀ごろからマツに代わりはじめる。そして八世紀末編さんの『万葉

集』にはマツの歌が多量に現われるという。

マツ林の拡大は，日本文化進展を指標する。そしてそれは同時に，日本文化の犠牲

となっていった照葉樹林の墓標ともいえるのである。

そのマツ林が，俗にいうマツクイ虫被害によっていま危機に瀕している。この松枯

れ現象が及んでいる範囲は，いまちょうど照葉樹林帯の全域と合致する。

1981年，財界人等の発議により「日本の松を守る会」が発足した。その趣意書に

は，マツは日本の国家的主木，とあるという。マツを守ろうという趣旨には異存ばな

いが，照葉樹林をいじめ抜いた結果の象徴であるマツに国家的主木の名を冠するのは

どういうものであろうか。照葉樹林に申訳ない気がするのである。

いつぼう，化学肥料や石油・プロパンガスの進出により，落葉や薪の採取がなくな

ってマツ林が肥沃化する現象があり，これは照葉樹林の復権につながっている。事

実，マツ林が照葉樹林へと変わっている例も多いのであるが，マツ林肥沃化とマツク

イ虫被害拡大に何か因果関係がありそうな気がするのである。もしそうだとしたら，

松枯れ現象は照葉樹林にとって有難いことかもしれない。

戦中・戦争直後育ちの人たちにとって「お山のスギの子」の歌はなつかしい。シイ

ノキ林のすぐそばに丸坊主の小山があり，その山に芽を出したスギがシイに笑われな

がら，いまに見ているお国の役に立ってやると発憤，ついに立派なスギ林になってシ

イを見返すというストーリーであった。

丸坊主の山も，もとは照葉樹林，度重なる収奪が生んだはげ山に違いない。その山

にアカマツならともかく，スギが直接更新して行くのは少々いただけないが，スギが

役に立つ木（シイよりも）ということでこの歌は成り立っているのである。針葉樹偏

重の日本林業がうかがえる思いがする。

この思想が，昭和30年代の拡大造林を進め，照葉樹林をつぎつぎと針葉樹林に変

えていったといってよい。この施策によっても照葉樹林の面積はかなり減少したはず

である。

拡大造林政策にもいろいろと批判がある。しかし，それが日本の繁栄のために採ら

れた方策という意味で，そのために消えていった照葉樹林は，過去の照葉樹林と同一

の日本文化のための犠牲であったといえる。ただ違う点は，照葉樹林が農地や街に姿

を変えたのではなく，必要に迫られてより有効な種類の違う森林に変わったことであ

る。このことは「照葉樹林壊滅」という厳しい言葉からうけるイメージとは異なるこ

とに注意しなければならない。

現在の日本の繁栄が石油の力に依っていることはだれでも知っている。しかし，そ

の繁栄が歴史的に永い日本の文化を土台としていること，そして，その日本の歴史と

文化を支えて来たものが照葉樹林であったことを，われわれは忘れてはならない。照

葉樹林は過去の日本において，現在の石油，いやそれ以上の役割を果たして来たので

ある。こんな背景を考えながら，「照葉樹林激減・壊滅」の記事を読むべきだと思っ

て いる。＜完＞
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「松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法250
律」が第96回国会において成立し，本年3月31200

日付をもって，公布，施行された。15O

その結果，昭和52年に制定された「松くい虫
100

防除特別措置法」は，題名が「松くい虫被害対策

特別措置法」と改められるとともに，内容的にも50
松くい虫の被害対策を総合的に実施するために必o

要な条項が加えられ，今後5カ年間，この「松く

い虫被害対策特別措置法」に基づき，松くい虫に

よる異常な被害の早急な終息を図り，併せて，松

林の有する森林としての機能を確保することを目

標として，新たな松くい虫の被害対策が実施され

ることとなった。

そこで，法改正の背景，主要改正点および新た

な松くい虫の被害対策の概要について紹介してみ

たい。

2．法改正の背景

（1）松くい虫の被害状況

近年における松くい虫の被害は，昭和46年度

から急激に増加し，48～50年度には100万nl3を

越え，このため，予防効果の侭れている特別防除

（薬剤の空中散布）を緊急かつ計画的に推進する

こととして，「松くい虫防除特別措置法」が制定

された。

しかしながら，53年度には207万nl3という爆

発的な被害が発生し，さらに，54年度には243万

In8にも達し,55年度はやや減少したものの依然

として210万nl3という激甚な被害状況となって

いる（図・1参照)。
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123
9～

，03'側／、
、､

、 72／
、

、､､､…鍵典--鷲3評
、

a－やP●

ｉ
ｊ
ｌ
ｊ
．
０

州
岬

《

託
γ
Ｕ
、

４
軽
〃
／
〆

坐
洲

上
鰯 3540455055年度

図･1松くい虫被害量の推移

また，被害発生地域についても年々拡大してお

り，現在，北海道，青森県,秋田県を除く全国44

都府県において被害の発生を見ている。

このような被害の増大の主な原因としては，①

53年夏期の高温かつ少雨の日が連続するという

異常気象の影響により，松枯損の直接原因となる

マツノザイセンチュウおよびその伝播者であるマ

ツノマダラカミキリの活動が活発化するととも

に，松のマツノザイセンチュウに対する抵抗力が

小さくなり，松くい虫被害が急激に拡大，激化し
も･

たこど，②予防効果の優れている特別防除には，

松林の周囲の自然環境，生活灘境の保全，農業・

漁業への薬剤による被害の防止等への配随から，

実施面での限界があること，③特別防除とともに

主要な防除手段であった伐倒駆除（松くい虫被害

木の伐倒および薬剤処理）についても，被害が異

常発生している状況の下では，その防除効果に一

定の限界があることを挙げることができる。

さらに，社会的経済的背景として，燃料革命等

により松材の需要が減退し，枯枝の採取，枯損木

｢松くい虫防除特別措置法｣の改正

新たな松くい虫の被害対策

と
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の伐倒利用などによる防除が行われなくなり，こ

れら枯枝などが松くい虫発生の温床となったこ

と，松材の価格，特にチップ材価格の低迷や労賃

の上昇に伴い，松丸太生産の採算性が悪化し，被

害木の伐倒駆除などによる松林所有者等の自主的

な防除が困雑となったことなども見落すことがで

きない。

（2）松林の機能

他方，松くい虫の被害を受けているところの松

林は，防風，飛砂防止，土砂かん止等の国土保全

の而で大きな役割を果たすとともに，優れた風致

景観を形成して生活にうるおいを与えており，さ

らに，松は，スギ，ヒノキとともにわが国の主要

な針葉樹であり，その資源量もスギに次ぎ，昭和

55年の国内生産趣は421万1n8で，国産材全体の

12影を占めている。また，松林は地域によって

は，マツタケの生産林として重要な役割を果たし
ている。

（3）法改正の趣旨

このような松林の森林資源としての重要性およ

び先に述べた松くい虫の異常な被害の現状にかん

がみ，今後とも，松くい虫による異常な被害の早

急な終息を図り，併せて，松林の有する森林とし

ての機能を確保していくことが必要となってい
る。

このため，限時法である「松くい虫防除特別措

置法」が，本年3月31日に失効するに当たり，

これまでの経験も踏まえて，各般にわたる松くい

虫の被害対策を緊急かつ総合的に推進するため，

所要の改正を行うとともにその期限を5カ年間延

長することとして，今回の法改正が行われた次第

である。

3主要改正点

まず，法律の題名について，各般にわたる松く

い虫の被害対策(表｡1参照）を，緊急かつ総合的

に推進するための特別法という趣旨で，「松くい

虫被害対策特別措置法」に改めている。

次に，従来の特別防除に加え，被害木の伐倒と

併せて破砕（チップ化等)，焼却等を行う特別伐

倒駆除のほか，被害地の樹種転換等を含めた松く

表･1松くい虫の被害対策の内容

' 区分’内容

倦測伐倒瓢艤|騨隷潅職撫鰯澗警
伐倒蝿鯵|雌撫撫'愚識について行う偽
礎:譲麓濤礎譲鯖@需讓特別防除
剤による防除

礎鰯雛謙謝癌撫蕊鱸澆地上散布
行う薬剤による防除

無
い虫の被害対策を，計画に雑づいて総合的に実施

することとしており，このため，農林水産大臣が

定める基本方針および都道府県知事が定める都道

府県実施計画の内容を拡充することとしている。

また，これに加えて，市町村においても，松林の

所有者等による自主的な被害対策を推進するた

め，地区実施計miを策定することとしている。

さらに，被害のまん延している地域において，

高度公益機能松林（保安林その他の公益的機能が

高い松林）や被害拡大防止松林（被害の拡大を防

止するうえで重要な松林）の防除の徹底を図るた

め，農林水産大臣または都道府県知事が，松林所

有者等に対し，特別伐倒駆除の命令を行うことが

できることとしている。

なお，農林水産大臣または都道府県知事が「森

林病害虫等防除法」の規定による命令に代えて行

うことができる特別防除については，引き続き実

施することとしている。

改正事項の中でも，計画制度の拡充と特別伐倒

駆除の実施が中心的部分であるが，その詳しい内

容は次のとおりである。

（1）計画制度の拡充

松くい虫の被害対策の技術的指針ともいえる基

本方針においては，従来主として特別防除に関す

ることを定めていたが，被害対策の内容の拡充に

対応して，地域の被害状況等に応じた松くい虫の

被害対策を総合的に展開するための基本的な指針



を定めるとともに，特別伐倒駆除，特別防除，樹

種転換等について基本的事項を定めることとして

いる。

また，都道府県実施計画においては，基本方針

に即して，松くい虫の被害対策の実施方針，特別

伐倒駆除，特別防除，樹種転換等の計画的な実施

に関し必要な事項等を定めるとともに，新たに市

町村が定める地区実施計画の指針となるべき事項

を定めることとしている。この場合，高度公益機

能松林および被害拡大防止松林ならびにこれらの

松林を含む特別防除の単位となる松林群について

は，松くい虫の被害対策の計画的な実施に関し必

要な事項を定めることとし，これら以外の松林ま

たは松林群については地区実施計画の指針となる

べき事項を定めることとしている。

一方，市町村は，都道府県実施計画に基づいて

行われることとなる高度公益機能松林等に係る松

くい虫の被害対策と調和を保ちつつ，松林の所有

者等が自主的に行うべき特別伐倒駆除，特別防

除，樹種転換等の被害対策の計画的な実施を推進

するため，その対象となる松林の所有者の意見を

聴くとともに，都道府県知事と協議して，地区実

施計画を定めることとしている。

この地区実施計画を達成するため，松林所有者

等は，地区実施計画に即して松くい虫の被害対策

を実施するよう努めなければならないものとされ

ており，市町村長は，必要に応じ，計画を遵守す

べき旨の勧告を行うことができることになってい

る。

なお，都道府県実施計画および地区実施計画

は，民有林を対象とするものであり，国有林につ

いては，それぞれの松林を所管する国の機関が，

基本方針に即して，計画的に松くい虫の被害対策

を行うことになっている。

（2）特別伐倒駆除の実施

従来，松くい虫の防除は，特別防除，地上散布

（薬剤の地上からの散布による予防措置）および

伐倒駆除を中心に実施されてきたが，特別防除お

よび地上散布については，自然環境，生活環境の

保全等への配慮などから地域的に限定されざるを

9

得ず，また，伐倒駆除については，薬剤による殺

虫効果が必ずしも完全ではないことおよび松材の

経済的価値の低下等から，被害木が処理後林内に

放置されている場合が大半であることから，残存

するマツノマダラカミキリによる被害発生の根絶

が困雑であり，被害の伸展が急速な松林における

被害の鎮静化には不十分な場合があることにかん

がみ100％の殺虫効果が得られる被害木の伐倒お

よびこれと併せて行う破砕，焼却等を内容とする

特別伐倒駆除を新たに実施することとしたもので

ある。

農林水産大臣または都道府県知事は，必要に応

じて，松林所有者等に特別伐倒駆除を命ずること

ができるが，被害木本体の破砕，焼却等を命ずる

という点で通常の伐倒駆除以上に松林の所有者の

私権の制限を伴うものであることから，命令対象

松林は，松くい虫防除の推進_上重要なもの，すな

わち，高度公益機能松林または被害拡大防止松林

であって，松くい虫による被害の程度が被害率で

1％以上のものに限定されている。

4．新たな松くい虫の被害対策

（1）目標

昭和57年度以降の5カ年間において被害をお

おむね終息型の微害（被害率がおおむね1％未満

の水準で推移すると見込まれる被害の程度）と

し，かつ，松林の有する森林としての機能を確保

することを目標として，必要な松くい虫の被害対

策を薬剤の安全かつ適正な使用を確保するととも

に周囲の自然環境および生活環境の保全ならびに

農業，漁業その他の事業に対する被害の防止に適

切な考慮を払いつつ，緊急かつ総合的に実施する

こととしている｡

（2）被害の態様，松林の機能に応じた被害対策

松くい虫被害の程度・態様は，地域によって著

しく異なってきており，被害対策を一律に実施す

ることは，実態にそぐわないものとなっている。

すなわち，今日においては，被害の態様，松林の

機能に応じた被害対策の選択が求められており，

例えば，被害が広域に拡散し，全面的な防除効果

が期待し得ない地域では，松林の果たす:べき役割
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表･2地域区分と被害対策

激害地域 中害地域
鍾要松林を重点防除） （警譜縦総諾砿）
特別伐倒駆除，特別防除等’

特別伐倒駆除，特別防除等

|樹種転換鋪｜

穂瀞防i特別伐倒駆除，特別防除等
L-－－－．－－－－－

樹 種娠換等 特別伐倒駆除，
特別防除等

l駆除，
除等

換等

l被害拡大防’
1-止織k－－1
特別伐倒駆除，
特別防除等

’(蕊､驫蝋燕）

｜伐側麗除等
伐倒駆除等

I被害拡大防止松林I

や地域の意向を勘案して，保全すべき松林を特定

するなどして重点的に防除する一方，樹種転換に

より周辺の感染源の除去を図るなどの措世を講ず

る必要がある。

そこで，松林をその有する機能によって，高度

公益機能松林，被害拡大防止松林およびその他の

松林に区分するとともに，被害が発生している地

域を被害の状況等を勘案して，微害地域，中害地

域および激害地域に区分し，これらの地域区分，

機能区分を踏まえて，松林ごとに，特別伐倒駆

除，特別防除等の各種防除，あるいは被害地の樹

種転換・復旧治山といった松くい虫の被害対策の

中から適切な対策を選択し，必要に応じて各種対

策を合理的に組み合わせて実施することとしてい

る（表・2参照)。

（3）自主的な防除の奨励

地域全体の防除効果を高めるため，都道府県実

施計画に離づき実施される農林水産大臣および都

道府県知事の命令等による防除に加えて，自主的

な防除を積極的に奨励することとし，このため市

町村の定める地区実施計画に基づき松林の所有者

等が行う特別伐倒駆除，特別防除等につき新たに

助成措置を講ずることとしている。

（4）昭和57年度予算

新たな松くい虫の被害対策の実施を図るた強，

57年度予算においては，松くい虫防除事業費71

億8,300万円，松くい虫被害緊急対策治山事業費

8億9,700万円，松くい虫被害地緊急造林事業費

8"7,800万円などが計上されている。

5．おわりに

松くい虫被害は自然現象であるとともに，その

消長には社会的経済的要因も影響するなど不確定

な要素はあるが，今後5カ年間，特別伐倒駆除

樹種転換，市町村段階の計画等を含めた松くい虫

の被害対策を，国，都道府県，市町村，松林所有

者等が一体となって総合的に推進することによ

り，松くい虫被害の早期終息を図ることとしてお

り，関係者の理解と協力をお願いする次第であ

る。

（はぎわらひろし・林野庁森林保全課）
I

印｡ー｡ r口座q､‐嘩含＝－－－毛｡＝－－－－

6月下旬刊行予定／遥査電子顕微鏡図説

木材の構繧-国産材から輸入材まで＝
佐伯浩著(京都大学助教授･農学慨士)B5判240頁上製(函入)定価4,500円(〒実費）
木材解剖のイメージを変える走査電顕<木材の構造>写真集一微細な構造，立体構造を大型写真の迫力と
鮮明な映像美で再現。国内主要針･広葉樹材,竹材50樹種及び輸入材35樹種計85樹種を網羅,屋久杉や
法隆寺のヒノキ古材,ウィスキー樽材並びに樹皮･あて材･結晶等の写真を加え588葉の構造写真(ステレオ
写真)を収録。あわせて木材の特徴,用途,組織･樵造を平易に解説。3年の歳月を経て刊行なる。

‐竜、＝-這一‘摩･－-一…‐“画発行／日本林業技術協会
｜＝ｰ

5月末刊行の予定が遅れています。今暫くお待ち下さい。

’
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学校教職員招待林業研修について

｜
’

土の発展に貢|縦されるものと大きな希望と期待に

よって発足したのである。

I.事業の内容

この事業は，別表の「学校教職員招待林業研修

旅行実施要領」に基づいて運営されているが，日

程，研修項目，研修コース等の計画立案は，毎年

8月共催三者によって決めている。

1．研修計画

（1）研修日程

この研修会の対象は学校の教職員が対象である

ため学校行事と重複しないよう配慮し，文化祭，

運動会等学校行事が一段落する10月~ド旬をメド

に検討して日程を決めている。

（2）研修項目と研修場所

林業の生産から製品まで一貫した研修が理想と

されているが，コースの都合ですべての項目の研

修ができるとは限らないが，過去数回の実績から

主な研修項目と研修地をあげればつぎのとおりで

ある。

林業用種子については関東林木育種場長野事業

場・県営箕輪苗畑採種林・坂下営林署所轄採種

園，育苗は長野営林署柏原苗畑（さしき）・県営

林米子苗畑・民営の波田l1u.および山形村・野沢温

泉村等の苗畑で,造林は，国有林・県営林・公団・

公社。公有林等の造林地で，,伐木集迩材は主とし

て国有林で，木材加工・工芸関係のパルプ・家

具・漆器・曲げ物・ロクロ細工等については会

社・工場等で，環境緑化は学校・運動公園・厚

生・文化施設等で，治山，治水については直轄治

山事業地・国有林治山・民有林治山・電力会社の

昭和33年度から長野県，長野営林局，長野県

緑化連盟（現緑化推進委員会）の三者共催で，県

内小，中学校教職員を対象に2泊3日の日程で林

業研修を実施してから56年度で24回を数え，

560名の教職員の方々が参加された。

この研修が発足した当時の農山村は，現在の社

会的問題の過疎化とは正反対に次三男があふれ，

この次三男対策が大きな問題であって，地方為政

者の頭痛の種であった。

このときの林業改良普及事業は，漉密普及地区

を改良指導員の担当地区ごとに設置して技術普及

をはかる一方，農山村の余剰労力によって造林事

業が飛躍的に進捗して大きな実績をあげた。

その後の普及事業は，単に造林をすすめその実

績の評価のみでなく，腱山村民の教育こそが真の

山づくりに役立つことを反省し，普及事業の対象

を山から人に切り替えたときでもあった。

期せずしてこのときに教職員林業研修会も発足

したのである。

造林してから収穫まで早くて30～40年，樹種

や土壌気象条件によっては何百年の歳月を要する

林業の宿命は，次代に引き継がれてはじめて待望

の収穫ができるのである。

このようなことから次代を担う児童，生徒への

期待は大きく，これら若年層への林業教育の重要

性を痛感し，県教育委員会の協力を得て教育にた

づさわる先生方に本県林業の実態と，森林のもつ

公益的機能について現地で見聞して，さらにいっ

そうの認識を深め，教育の場を通じてその重要性

を指導いただけば，本県林業の発展はもとより郷
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表･1学校教磯員招待林業研修旅行実施要領

1．趣旨

緑化運動は国民運動として実施されており，この運動
の一環として，学校における緑化活動がとりあげられて
いる。

そこで，長野県・長野営林局および長野県緑化述盟が
共催し，県下小・中学校の教職員を招待して林業地の視
察と現地における研究，懇談会を開催し，林業に対する
認識を深め，学校教育の場を通じて，林業知識の向上と
緑化思想ならびに森林愛艘思想の啓発・普及を図ること
を目的として実施するものである。

2．主催
長野県・長野営林局・長野県緑化連盟

3．招待教職員の推せんおよび人員

別紙ブロック別推せん人員の範囲内において緑の教育
あるいは学絞環境の緑化，学校林活動などをとりあげて
いる学校で，長野県教育委員会委員長が推せんする教職
員とする。

4．研修日程および場所

別紙日程表のとおり。

5．経喪

招待者の参加に要する交通費（実費）および宿泊費は
主催者が負担する。

6．提出資料

参加する教職員のうち現在特に緑教育あるいは緑化活
動をとりあげている学校にあっては，その概要を次によ
り取りまとめ，当日30部持参すること。
（1）学校の所在地，学校名，学校長名
（2）学校における緑教育あるいは緑ｲ蠕動の現状
（3）学校における緑教育あるいは緑化活動上の問題点と
意見

（4）その他

ダム等で，森林とレクリエーションについては自

然休養林，県民の森，市町村営林等の憩の森等を

選んで利用してきた。

また，社会問題として話題を呼んだカモシカ論

争については，あえて研修項目にとりあげて視察

したこともあり，食害された造林地の惨状，防護

のための大がかりのネットや柵の設置等，現地で

まのあたりに見たとき「保謹か捕殺か」研修生自

身がみづから結論をだした様子であった。

研修予定地は，研修の全体計画が樹立された後

に，そこでの研修の内容，予定所要時間，説明

者，次の研修地等を書面で依頼し，駅伝形式の研

修が円滑に運営できるよう事前に準備しておく。

（3）研修コース

研修コースは，前述の日程や研修場所とも関連

するが，さらに宿泊予定地を入れて点を線で結ぶ

だけである。

写真研修風景

（4）研修に要する経費

研修の経費は共催三者負担としているが，三者

の負担割合は分相応である。

研修生の旅費は，学校から指定集合地までの鉄

道運賃(50km以上は急行,100km以上は特急料

金加算)，陸路はバス代のみで日当および宿泊料
金は支給しない。

宿泊は，でき得るかぎりコースの近距離の公共

宿泊施設や民宿を利用している。

バスの借上料金が総予算の1/3以上を占めるの

で営林局，県のマイクロバスを利用して経費の節

減につとめているが，1人平均2～3万円程度を

見込んでいる。

2．研修生の決定

研修生は，県内の義務教育を担当する先生のた

めその人選については県教育委員会にお願いし，

予定人員20名の所属学校，職氏名を沓:面で回

答していただいている。

昨年に限っては特例として『みどりの少年団』

結成の都合もあったので，ちょうどそのとき結成
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表･2学校教職員林業研修日程表（昭和56年度）
－

｜大町、凧香1’

’

第
３
日

国営林業種子採種園
マツノザイセンチュウに
ついて見学
昼食，解散

修地へバスで移動するが補足説明がある場合は車

中で行っている。

2泊目には2日間の研修のとりまとめのため，

現地での研修を30分早くきりあげ，夕食までの

1，2時間を研修の反省とそれぞれの研修生から

提出された自校の緑教育の実態を1校あたり3～

5分程度報告していただき，さらに共催者から連

絡事項や補足説明があり，質疑応答が行われて総

括を終える。

Ⅱ、運営上の問題点

1．学校のカリキュラムは前年度の2月にはす

でに編成され，たとえ3日間の林業研修とはいえ

一人の先生が本研修に参加すれば，割込みが余儀

なくされ人的余裕のない学校教育の現場では他の

先生がそれをカバーしなければならないことにな

り，学校の教育計画に支障があることである。し

たがって，本研修計画が学校の教育計画編成前に

樹立することができないかが今後の研究課題であ

る。

2．本研修の参加者の傾向をみると管理職の

を希望している10校については優先的に惟せん

いただくよう依頼した。

県教育委員会から推せんされた先生には県緑化

推進委員会から研修の主旨，日程，研修内容等に

ついて通知し，参加の有無について回答を求め参

加人員を掌握する。

3．研修

研修はさきに計画した日程表（表・2）に基づい

て運営する。共催三者はいずれも1～2名責任者

が同行し，誰師をつとめるほか研修運営の任にあ

たる。

本県の地形は南北に長く区域が広いので，全員

が集合するには中心地の松本市でも10時30分に

なる。駅前で人員を掌握し昼食予定地までマイク

ロバスで移動して研修の本番がはじめられる。

オリエンテーションに続いて本県の森林，林業

の概況を説明した後現地研修を開始する。

現地の説明は，前もって依頼しておいた局，県

の出先機関の恥員および会社の責任者にお願い

し，所要時間内で簡明に説明いただき，つぎの研

ｊ舛
刈
１
日

第
２
日

月日 ~~－~運唾｜松木ィ 波田町 三郷村

10．20

(火）

月日

10．21

（水）

月日

崎刻盧
所要時間

研修頃日

－－趣

9．30

10．30

1．00

地方林業の試験
研究について誹
義，視察

大桑村，阿寺

11．00

11．30

､30

荻村漆器店
漆工芸について
視察

大桑村

’
Ｅ
ｇ
＆
・
８
９
凸

1．10

休業教育につい
て説明
昼食

00

.10

13．40

14．10

.30

上松運諭署，貯
木場
木曽ヒノキの輸
送と貯木につい
て

岐阜県，坂下町

０
０
３
１
。
●

４
５
１
１

､40

宮材市場，池田
木材KK
木曽ヒノキ材と
木材工芸につい
て

中央道中津川1．c

16．00

17．00

1．00

獺具然休養林
難繩）

10．22

(木）

崎刻盧
所要時間

10．40

11．10

13．10

2‘00

14．00

】5．00

1，00

16．00

17．00

1．00

17．30

研修項目

着
発Ｉ時刻

9．30

10．00

10．40

11．10 ｜ 慨
所要時間 ]0 ､30 ､30

研修項目

村営森林レクリエーショ
ンセンター

森林とレクリエーション
について視察

溌嘗蕊耀業視察

松本
集合
駅西口10．30

… 慰川村

オリエンテーション

本県の林業紹介
昼食
民営苗畑視察

識
潔
木
林

北沢山林組合の二段
造林，間伐，林道視
察

島町，
大学

瀦磯弾倉ダム
と森林と治水機龍に
ついて

上綴町 上松町，赤沢

途中下車希望者随時停車
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方々 が全休の7，8割を占めている。これは前述

の学校のカリキュラムの都合によるものと思料さ

れ，管理職の方々の参加を否定するのでは毛頭な

いが，教育の場にある先生が役職に関係なく気楽

に参加していただきたいと考えている。

3．広範にわたる森林，林業を正しく理解し，

認識を深めるためには2泊3日の日程では中途半

端であり詰め込み主義で運営をせざるを得ない。

研修第1日目は集合のために，第3日目の午後

は帰校のために費やされることは，南北に長い本

県のみの宿命であろうが，正味2日の研修会では

竜頭蛇尾にもなりかねない。

一方，これ以上の日数を増せば学校の教育計画

にも支障があるので参加される先生もますます限

定されるので，その対策について検索しているの

が現状である。

皿研修の成果

「林業と教育とは全く同じだ」と，研修後には

多くの先生方が異口同音に話される。

永い間その道一途に黙々と続けた努力も数10

年経なければ成果として証明されない長丁場の事

業であり，成果の計量も困難であるが，あえて

2，3記述すればつぎのとおりである。

研修後は大部分の先生から「森林，林業につい

て理解を深めるとともに再認識のよい機会であっ

た」と，また「との研修の成果を教育の場で生か

す」との感想文が多く寄せられ，教育者にとって

はそれなりの参考になったと類推している。

また反面，その内容は行政上ツボを押さえ，参

考になることが多いので県緑推の機関誌『信濃の

みどり』に3～5編登載して関係者に配布した

り，年度によっては20編全部を冊子に編集して

736の小，中高校に配布したこともある。

さらにまた帰校後は，生徒全員を集めた朝礼の

際，学校環境緑化事業の事例や緑の公益性につい

て講話され，学習指導要領に基づく森林，林業の

ほかに教育の場にとりあげられていることは研修

成果の証左であろうと考える。

あたかもIIf年は，小学校5年の学習指導要領か

ら「林業」が削除されたときであり，これを憂い

長野営林局，県林務部からそれぞれこの問題をと

りあげてアピールされたが，さすが教育者だけあ

ってその関心は高く，具体的反響の一例として，

信濃教育会を中心に「長野県の林業」の副読本

『森と木の質問箱』（日本林業技術協会刊）に本

県の林業統計，写真を挿入し，児童たちがそこか

ら見返すような視点で編集したものを刊行して，

林業教育の教材として位置づけていくことを提案

している教頭先生もおられる。

本県における『みどりの少年団』結成指導の長

期計画は，昭和55年度を初年度として発足し,5

カ年間に50団を目標にしたものであって，この

長期計画に基づいてすすめてきたが,57年度には

第6回全国育樹祭が本県において開催されること

に内定したので，この大会の主役である少年団の

結成が急務であり，大会までには既設3団を含め

30団結成を目標に指導することに癒った。

したがって，さきの長期計画を修正して56年

度分は操り上げて24団，57年度3団,合計30団

をもってきたるべき大会に臨むことになった。

しかし，前年度3団だけの実紬からして56年

度24団の結成は至難のわざであろうと危ぶまれ

たが，県当局は，早速9月県会に捕助金予算を追

加補正すると同時に結成指導を重点的に行政指導

することを指示した。

その結果，年度末までには見事24団が結成さ

れ，さらに57年度予定した3団のうち2団はす

でに結成されており，大会には30団が参加でき

る見通しである。

このように単年度で学校型みどりの少年団の

24団もが結成できたことは，前提になる育樹大

会が目標であり，大きな励みになったことも否定

できない事実であろう。しかし，学校型の結成に

は地元市町村の協力はもとより，学校側の理解と

協力，連幣がなくては実現できないと思料され，

20数回にわたる本研修成果が，みどりの少年団

結成に大きな役割を果たしてくれたものと評価し

てもよいのではないだろうか。

（いでみきお・長野県緑化推進委員会事務局）
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江 原秀典

日本の野生烏獣
一儲謹管理の現状と展望一

’
｜

’

1．烏獣保護の必要性

鳥獣保謹の考え方の推移は，鳥獣を天然資源と

して利用する時代から，鳥獣は農林水産業上有益

であり，また身近に鳥獣に接する喜びを知る環境

美化の効用を論ずる時代を経て，今やこれらの考

え方に加えて，鳥獣は自然環境を椛成する重要な

要素として生態系の維持上重要なものとし，さら

に環境の指標としての機能に着目し保護が必要と

されると論ぜられており，これら多様な観点から

保護を図る時代になっている。

また，鳥獣は祖先から引継いだものであって，

つぎの世代に引渡す必要があると説かれていた

が，最近は鳥獣は後世代の人たちから私たちが前

借りしているものであり，きちんと利子をつけて

返す義務があるとして，保護の必要性に義務を強

調する考え方が加わっている。

2．鳥獣の保護管理のあり方

日本の鳥獣の保護管理は，鳥獣保謹及狩猟二関

スル法律が根拠法であるが，この法律の対象とす

る鳥獣は鳥類約500種，獣類約60種である。

このうち狩猟鳥獣は鳥類30種，獣類17種であ

り，他の鳥獣はすべて保護鳥獣である。

また，特殊鳥獣の譲渡等の規制に関する法律が

あり，わが国に生息する鳥類のうち絶滅のおそれ

のあるタンチョウ，トキ，コウノトリ，ヤンバル

クイナ等29の種類について，譲渡，譲受,輸出入

について規制をしている。この法律は日米渡り鳥

等保護条約が絶滅のおそれのある鳥類の保護にも

_」
及んでいるため，条約実施上の担保のため制定さ

れたものであり，国内産のほか，米国で絶滅のお

それのあるとされているハワイシロハラミズナギ

ドリ，タイセイヨウカッショクペリカン等の67

種類と豪州で絶滅のおそれのあるとされているキ

ジインコ’テンニョインコ等の34種類をも特殊

鳥類に指定している。

さらに，文化財保護法によって特別天然記念

物’天然記念物に指定されている鳥獣があるほ

か’絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取

引に関する条約（通称ワシントン条約）の附属書

にある鳥獣で日本に生息するもの，渡り鳥保護条

約（日米，日豪,H中，日ソ）の付表の保謹鳥獣

もある。

これら特別法または条約の対象とされた鳥獣

は，保謹鳥獣としての一般的な保護以上に職種的

な保識管理をする必要がある。

いうなれば，わが国の鳥獣を貴重な鳥獣，一般

保謹鳥獣’狩猟鳥獣の3つに分類し，それぞれに

ふさわしい保護管理を実施することになる。

近代の鳥獣行政は，科学的鳥獣調査に藤づいて

保謹管理を積極的に推進することが要請されてい

るが,鳥類500種，獣類60種の種ごとに保謹管理

の計画を樹てることを理想とはするものの，実務

面では貴重な鳥獣と狩猟鳥獣の保護管理が当面の

重要事項である。

3．貴重な鳥獣の保護管理

わが国においては，過去にキタタキ，オガサワ

ラマシ．等の鳥類およびニホンオオカミ等の獣類
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が絶滅するという苦い経験を持っているが，現在

においてもトキ，アホウドリ等29種の鳥類，カ

ワウソ，イリオモテヤマネコ，アマミノクロウサ

ギの3種の獣類が絶滅の危機に瀕している。

わが国の今日の社会経済情勢のもとでは’今後

とも国土開発が進み，鳥獣の生息環境の保全がさ

らに困難化することが予想されるので’貴重な鳥

獣に対するいっそう的確な対応策を誰ずる必要が

ある。

貴重な鳥獣の保護管理は，まず生息地の保全で

あり，この保全のためには鳥獣保謹区の特別保謹

地区の指定，さらに特別保護指定区域に指定する

等の鳥獣法上の保護が必要である。さらに完全な

保全手段としては土地の買上げも重要である。

つぎに，生息地に鳥獣の繁殖，休憩，避難のた

めに必要な造林等の施設，被食植物の保謹増殖等

の環境改善事業と天敵の駆除事業を行う必要があ

る。

さらに，鳥獣に関し専門的知識を有する管理員

が配置されることが大切である。

絶滅のおそれのある鳥獣の保護管理について

は，自然増殖とは別に人工増殖が近代的な事業と

なっている。野生種を捕滋して人工で増殖し，再

び野生に復帰させることによって種の保全を図る

ものである。

人工増殖は野生によるよりも死亡率を低下させ

て，生存年数を引き上げ，さらに補卵性を利用す

ることによって，個体単位当たりの繁殖数を高め

る効果があるので，諸外I玉lも真剣に取り組んでい
る。

つぎにわ力蛍国の保護管理の実例を紹介する。

（1）貴重種生息地の土地の買上げ

貴重な鳥獣の生息する鳥獣保護区の土地買上げ

制度は，昭和51年度から自然保護のための民有

地の買上げの一環として予算上措置されている。

これは国設鳥獣保謹区の特別保護地区内に生息

する特殊鳥類，天然記念物に指定された鳥獣また

は国際条約の対象鳥類を保護するため認められた

ものである。

これらの鳥類の生息地として必要な民有地につ

いて，当該土地を買取らないかぎり，私権との調

整上厳正な保護が図られない地域について，土地

所有者から都道府県が買取る場合に適用される。

買上げ形態は交付公憤であり，国の補助率は

5/10または8/10である。

昭和51年度に秋田県がオオセッカ（特殊鳥類）

の生息地である大潟草原鳥獣保護区の約40haを

2億2千万円あまりで購入した際には,8/10の補

助率で適用された。

（2）｜､キ

昭和27年には新潟県佐渡島に20数羽生息して

いたトキは，農薬の普及による水棲生物の減少，

休耕田の増加に伴う餌場の減少等の原因もあっ

て，地元の保護団体，地域住民，関係市町村，県

および国によるトキの保護監視，冬期間の給餌生

息地の買上げ，生息環境の保全等の保謹対策の充

実にもかかわらず，昭和47年12羽，昭和48年8

羽，昭和55年6羽と減少してきた。

この間，卵の採取による人工増殖も試みられた

が採取した卵は無精卵であった。

自然環境におけるトキ増殖を図るための多くの

努力が職み重ねられたが，育雛の過程でカラス等

の天敵による被害のほか，近親交配による劣化現

象等のため自然のままでは繁殖が困難とされ，昭

和56年1月から人工増殖に着手した。

捕漣後死亡したトキもあるため，現在は4羽が

佐渡島の新穂村にある新潟県トキ保謹センターで

人工増殖のための飼育が行われている。

この人工増殖は4人の専任者のほかに，東京都

の動物園の専門家の協力を得ている。

さらに，昭和56年に中国においてトキの営巣

地が発見されたことから日中トキ保談の技術交流

会議も発足し，国際的な増殖体制が整いつつあ

る。

（3）アホウドリ

明治時代にアホウドリは，羽毛採取のため伊豆

諸島の鳥島で大量に捕漉された。

明治の初めには数百万羽生息していたのが，昭

和4年には約2千羽まで減少し，その後も減り続

け，昭和24年には絶滅と考えられたが，同26年



に烏島での繁殖が確認された。

昭和31年には28羽であったが，鳥島気象観測

所（昭和40年に閉鎖）の職員の保謹活動によっ

て徐々に増え，昭和56年3月には成鳥130羽，雛

34羽が観察された。

営巣地の植生の嬢小化が繁殖に悪影響を及ぼす

ので，国は昭和56年度に烏鳥の燕llllIにハチジョ

ウススキ，イソギク等の楠生を移植した。

（4）カワウソ

大正末期には各地に生恩していたカワウソは，

毛皮利用等によって激減し，一時は絶滅と考えら

れたが,昭和29年に愛媛県で生息が確認され,現

在は同県南部，高知県西部，徳島県南部の海岸地

帯の一部に生息し，約50頭と推定されている。

カワウソの餌不足を緩和し増加を図るため，国

は昭和51年度から小魚等の給餌を実施してい

る。

（5）貴重種の保護と産業の両立

カモシカは現在，北海道と中国地方を除く全国

の30都府県にわたって約7万5千頭生息してい

る。

昭和36年ごろは全国生息数は約3千頭と考え

られていた。その数年前に岡山市の運動具店に飾

ってあったカモシカの1枚の毛皮から端を発し，

岡山県警察本部はカモシカ密猟密売買事件特別捜

査本部を設けて全国的に捜査，検挙を行った。

検挙は25都府県164名に及び93件93名が送

致されたが，当時年間の密猟頭数は300頭以上と

推定された。

この取締り上の成果として，以後カモシカの毛

皮の流通は毛皮商が中心となって厳禁とされ，密

猟も影をひそめた。最近のカモシカ増加の最大の

要因は密猟が少なくなったものと私は考えてい

る。

カモシカの生息する面積は，国土面職の10％弱

に及んでいるが，生息地の中心はブナ林が主であ

るもののヒノキ等の造林地も少なくない。

長野県，岐阜県をはじめ他県でもカモシカによ

る造林木の被害が生じてきたので，特別天然記念

物のカモシカと林業の両立のあり方が，環境庁，
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文化庁，林野庁の3者で協議された。

昭和51年度から防謹柵の設置が国の補助事業

とされているほか，昭和54年からカモシカの被

害対策として3庁はつぎの方針により対処してい

る。

①カモシカの生息状況，被害の状況，森林施業

に関する計画等を勘案しつつ，カモシカの安定

的繁殖を図るため，地域を限って天然記念物に

指定し保識する方向で対処するものとし，それ

までの措置として保謹地域等を計画的かつ可及

的速やかに設ける。

②保護地域内においては原則としてカモシカの

捕謹は認めないものとする。

③保誰地域以外の地域においては，被害防止に

努めるとともに，被害の状況等に応じ，市町村

等が麻酔銃の使用等有効適切な方法により行う

カモシカの個体数調整を認めるものとする。

④カモシカによる被害の補填については，被害

防止対策の充実とあいまって，現行制度，施策

の適切な運用により対処するものとする。

4．狩猟鳥獣の管理

（1）諸施策の現状

狩猟鳥獣の管理の大規模なものとしては，昭和

38年から制度化されている休猟区であり，現在は

可猟地域のおおむね'/3の区域を休猟区に設定す

る運用が行われ，狩猟鳥獣の保全に大きい効用を

果たしている。

また，メスキジ，メスヤマドリの捕狸禁止の措

置，キジ，ヤマドリ，マガモ，オスジカ等の’日

当たりの捕漉制限，とりもち，かすみ網等の多獲

できる猟具の使用禁止等によって狩猟鳥獣の管理

を推進している。

さらに，昭和57年度から5年間の第5次鳥獣

保護事業計画においては，狩猟管理の内容として

つぎの事項を都道府県で実施することとされてい

る。

①狩猟対策基礎調査として，狩猟鳥獣生息調

査，放鳥獣効果測定調査および狩猟実態調査を

実施する。
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②キジ，ヤマドリ，コジュケイ，ウズラを計画

的に放鳥する。

③猟区の整備拡大を図るため，森林組合，狩猟

者団体等に対し，放,鳥獣猟区設定のための指導

を行う。

④狩猟の取締りは，過去5年間の違反状況の分

析に遮づき，月別重点事項を定めて行う。

狩猟鳥獣の管理の一手法であるキジの人工増殖

は，大正8年農商務省の鳥獣実験場で着手された

が，最近は全国で約12万羽のキジが放鳥されて

いる。

各地に生息しているコジュケイは，大正12年

から農林省が放鳥を始めたものである。

（2）今後の管理

今後の狩猟鳥獣の管理は，各地でつぎの方針で

対処すべきと考えられる。

①狩猟鳥獣の管理は，つぎの狩猟期間の生息数

を最多にすることに目標をおき，その対象種を

定めるものとする。

②狩猟鳥獣が農林作物に被害を及ぼさないよう

配慮する。

③狩猟鳥獣の増殖のため天敵を排除する方針を

定めるものとする。

④狩猟鳥獣の生息数，群れ総成，栄誕等を判断

する簡易な調査方法を開発し，調査結果に対応

する狩猟鳥獣の管理を推進する。

ところで，狩猟鳥獣の管理は，放鳥獣または生

息環境の改善のほかは，大部分が当分の間は狩猟

の規制に結びつくと考えられるので，都道府県の

行う各種調査の結果を公表し，管理の方法につい

て，広くコンセンサスを得ることも重要である。

（3）農林業との関連

狩猟鳥獣の管理のなかには，農林業振興の視点

からの狩猟の規制等もある。これは，ノネズミ，

ノウサギの天敵となるキツネ，イタチの捕狸禁止

やキツネ，イタチの放獣である。

5．国際協力による鳥獣の保護管理

(1)条約

すでに国際条約については一部述べたが，わが

国が関係する条約にはつぎのものがある。

日米渡り鳥等保護条約，昭49.9.19発効

日豪渡り鳥等保護協定，昭56.4.30発効

日中渡り鳥等保護協定，昭56.6.8発効

日ソ渡り鳥等保護条約，昭48.10.10署名，未

批准

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に

関する条約（通称ラムサール条約)，日本は昭

55.10.17発効

ワシントン条約，日本は昭55.11.4発効

なお，この条約締結に伴う2国間の渡り鳥等保

謹会議および多国間条約の締結国会議は，定期的

に開催されており，わが国からもかなりな延べ人

員が出席している。

（3）国際会議

鳥獣保謹または狩猟に関係のある国際会議とし

ては，国際自然保護連合（環境庁は昭53加入)，

国際水禽調査局（環境庁は昭55加入)，国際鳥類

保謹会議（日本は鳥類保謹の公益法人が加入)，

世界野生生物保謹基金（日本は鳥類保謹の公益法

人が加入)，国際狩猟評議会（日本は狩猟の公益

法人が加入）等がある。

（3）外国人の日本への関与

1､キやイリオモテヤマネコ等の絶滅のおそれの

ある鳥獣の保謹については，外国の新聞に報道さ

れることもあって，時ならぬときに，外国語によ

る環境庁長官への手紙が環境庁に到着する。

内容は貴重種の保護についての激励または叱責

である。このことは，すでに貴重種は生息する国

のものではなく，全世界的財産と考える人が多い

ことを示している。

ととこのように日本の鳥獣の保護管理について

は，国際的にも関心が寄せられていることを忘れ

てはなるまい｡

（えばらひでのり・環境庁鳥獣保謹課／鳥獣専門官）

蕊
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第2号）およびiii)省令で定める林産物の採取

（同条同項第4号）すなわち，枯倒木，木の実お

よび木の葉，つる類，かや類，笹類，きのこ類，

わらび，ぜんまい，その他これらに類する林産物

（林野法施行規則（昭和26年農林省令第40号。

以下「規則」という）第40条）である。

共用者は，当該国有林野の所在する地方の市町

村の住民または市町村内の一定の区域に住所を有

する者である。したがって，住所を他に移転した

場合には，自動的に共用者の地位を失う。

共用林野契約の相手方は，原則として共用者の

住所地の属する市町村である。ただし，市町村内

の一定の区域に住所を有する者を共用者とする場

合には共用者の全員を相手方とすることもできる

（林野法第18条第3項)。市町村を契約の相手方

としたのは，市町村がその実情に即して自主的に

,住民の利用を調整監督することを期待したもので

ある。市町村の一定の区域に住所を有する者全員

を相手方とする場合は，一般的には共用林野組合

を結成させ,その代表者と契約するケースが多い。

普通共用林野の使用の対価は，原則として有償

であるが，共用者が当該国有林野について一定の

保謹義務を負う場合は無償とする（林野法第21

条，国有林野管理規程（昭和36年腿林省訓令第

2号。以下「管理規程」という）第64条)。ただ

し，林野法第18条第1項第2号に該当する共用

林野にあっては，共用者が一定の保謹義務を負

い，かつ，当該国有林野について特別の施業を要

しない場合は無償とする（林野法第21条，管理

規程第64条)。なお，一定の保護義務とは，火災

はじめに

国有林野の所在する地域の住民に国有林野を利

用させる制度すなわち地元施設制度の一つに共用

林野がある。共用林野は，国有林野を使用させる

用途（主として採取林産物等の種類）により，普

通共用林野，薪炭共用林野および放牧共用林野に

区別されている。

本稿は，これらの共用林野のうち最近の山菜ブ

ームにちなんで，山菜等の採取のために悶有林野

を使用させる普通共用林野について，その性格，

沿革，設定面積等の紹介を行うこととした。

普通共用林野の意義，内容等

共用林野について国有林野法（昭和26年法律

第246号。以下「林野法」という）第18条第1

項は，国有林野の経営と当該国有林野の所在する

地方の市町村の住民の利用とを調整することが土

地利用の高度化を図るため必要があると認めると

きは，契約により，当該市町村の住民または当該

市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し，

これらの者が当該国有林野を左に掲げる用途に共

同して使用する権利を取得させることができると

規定している。

これを要するに，土地利用の高度化の観点から

国の行う林業経営と地元住民の利用とを調整し

て，契約により地元住民に一定の共同して行使す

る用益権を認めるものといえる。「~･定の」とは，

普通共用林野にあっては,i)自家用薪炭の原料

に用いる枝又は落枝の採取（林野法第'8条第’

項第’号),ii)自家用の肥料若しくは飼料又はこ

れらの原料に用いる落葉又は草の採取（同条同項

小川節郎
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の予防および消防，盗伐，誤伐，その他加害行為

の予防および防止，有害動物および有害植物の駆

除およびそのまん延の防止，境界標その他標識の

保存（林野法第13条）である。

共用林野契約は，共用者が次のいずれかに該当

する場合にはこれを解除し，またはその者の使用

を制限し，もしくは禁止することができる（林野

法第23条)｡i)その共用林野を共用林野契約で

定められた用途以外の用途に使用したとき,ii)

その共用林野に関して罪を犯したとき,iii)当該

契約で共用者が林野法第13条に規定する保謹義

務を行うべき定めがあるにかかわらず正当な事由

なくその実施を怠ったとき，である。

上記により共用林野契約を解除しまたはその者

の使用を制限しもしくは禁止しようとする場合に

は，共用林野契約の相手方または共用者に対し，

あらかじめ理由を付してその旨を通知し，共用林

野契約の相手方もしくは共用者またはその代理人
が公開の聴聞において意見を述べ，かつ，有利な

証拠を提出する機会を与えなければならない（林

野法第23条，第17条)。一般的にこのような規

定は，行政処分に対する不服審査の手続きの一環

として位置付けられるものであり，部分林，共用

林野にこの規定があるということは両契約の性絡

を判断するうえで極めて興味深いものがある。

共用者が当該共用林野に損害を与えたときは，

その契約の相手方が市III].村である場合には市IIU村

および共用者が，その他の場合には共用者が連帯

してその損害を賠償しなければならない（林野法

第24条)。

普通共用林野の沿革

耕種腿業を中心にした自己完結的な農山村の経

済社会にとっては，自家用薪炭の原料，肥料等の

原料としての草，落葉等の採取は，これを支える

ために不可欠のものである。

幕藩体制の下にあっては，これらの産物の採取

は，入会的な土地利用によって賄われてきたもの

がすぐなくなかった。

明治初頭の官民有区分の実施およびこれに伴う

国有林野の成立により，入会慣行地もすくなから

ず国有林に編入されたので，明治23年に制定さ

れた官有森林原野及産物特別処分規則は，「従来

の澗行に由り地元人民に木竹，薪炭材，下草，か

や，小柴若しくは土石を売渡す」場合は随意契約

で売払いができることとした。しかし，この規則

では,かや,小柴,下草にいたるまで,従来の慣行

がないと随意契約できないこととなったため，地

元農山村の需要に応じきれず，明治24年に同規

則の改正を行い，地元の住民に副産物の無料の採

取を認めるとともに，当該林野の保謹義務を負わ

せることとした。これが後の委託林制度の原型と

なった。

委託林制度は，国有林野法（明治32年法律第

85号。以下「|口林野法」という）第18条に次の

ように規定された。すなわち，国有林野の保護上

必要な場合は,TIi町村または市町村の一部に保護

を委託し，受託者に林産物を譲与することができ

ることとし，委託の方法および受託者に譲与すべ

き林産物の範囲は勅令で定遡ることとされ，これ

に擁づき，国有林野委託規則（明治32年勅令第

364号）が制定されたが，委託林が実際に設定さ

れたのは「委託林ノ設定方針二関スル件（大正9

年12月林第3584号)」に基づいてである。実施

までに空白があった理由について同通達は，「下

戻及び整理処分等重要なる事業処理のため右制度

の活用を見るに至らざりしも云々 」と説明してい
る。

委託林は，国有林野から林産物の処分を受けて

いた慣行のある地元を対象とした普通委託林およ

び国有林野の保繊上特に必要性を認めて設定した

保漉委託林に区分していた。

その後，昭和初期の農業恐慌と東北地方の大凶

作の救済のため，「委託林設定方針ノ改正竝国有

林ノ保謹ヲ地元部落二委託ノ件（昭和7年10月

林第4752号)」により，簡易委託林が追加された。

普通委託林と保護委託林の譲与の対象となる産

物は同一で薪炭原木を含んでいたが，簡易委託林

のそれはいわゆる副産物であった。また，設定面

職については前者が極めて制限する方針であった

のに対し後者は救農の立場から弾力的に対応し
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表･1共用林野の面積の推移

（面積:1,000ha)件数
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注）国有林野事業統計番によ

る。

（単位;ha)表･2普通共用林野の営林局別面積

■

’
国有林野の
管理面積

北海逝

旭川

北見

帯広

函館

青森

秋田

前橘

東京

長野

名古屋

大阪

高知

熊水

合計 ’
1

1
100

－
－

注）国有林野事業統計書による。

で国有林野面積の約24％を占めている｡30年度

末現在でも約24％である。つまり，表･1に示さ

れているように，この25年間の共用林野全体の

設定面職はほぼ同一であるといえる。また，共用

林野全体に占める普通共用林野の面積も，30年度

末が95％，55年度末が96％でありほぼ同一であ

る。

薪炭共用林野の設定面積は，30年度末が61千

haで共用林野全体の3%であり,55年度末が43

千haで共用林野全体の2%である。また,55年

度末は，30年度末の約75％であり減少傾向が著

しい。これは，いうまでもなくエネルギー源力沐

炭から石油に移行した結果である。

放牧共用林野は，30年度末と35年度末を比較

すると急激に増加しているが，その後一貫して減

少している。これは，馬産限定地からの沿革のあ

る放牧共用林野の解消が進んだ結果である。

普通共用林野の全国的な分布(表・2参照）を見

た。

戦後，農地改革の一環として，昭和22年に農

地調整法が改正され，いわゆる腿用林力§他人の土

地に対する利用権として認められた。

これは，農民の自家用の燃料，肥料，飼料等の

供給源としての薪炭採草地等の確保は当|皆の農業

経営の安定のためには不可欠のものであったから

である。この考え方を国有林野にも及ぼした場

合，国有林野には従来から類似した制度として委

託林がある。しかし，委託林は，国の恩恵として

の産物の議与と請普による国有林の保護および譲

与の慣行を考慮するなどその設定が消極的であっ

た。そこで，これらの点を考慮して昭和26年の

国有林野法の制定に当たって委託林制度を吸収し

て新たに共用林野制度としてスタートしたもので

ある。

設定面積等

55年度末現在の共用林野の面職は，1,814千ha
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ると，それぞれ55年度末で，青森が33影，秋田

が32％および前橋が28影で全体の93％にあた

る。また，上記3局の国有林野の管理而穣に占め

る普通共用林野の割合は，青森が62影，秋田が

75％および前橋が48％となっている。

このように，普通共用林野は，圧倒的に東北地

方に偏在している。大正7年に簡易委託林の制度

が東北地方の救農対策として発足したことも一つ

の理由である。

普通共用林野の役割と若干の問題点

普通共用林野は，農山村の自給自足的，封鎖的

な社会経済の下にあっては，地元山村の各世帯の

生活を直接支える役割を果たしていた｡すなわち，

農業経営にとっては，飼，肥料としての落葉，下

草等の供給，家庭生活にとってはエネルギー源と

しての落枝落葉等の供給，屋根のふきかえに必要

なかやの提供，食用ないし換金用としての山菜，

木の実等の提供を行っていた。ところが，高度経

済成長が定着する（商品経済態勢）におよんで，

農山村の社会経済は次のような影響を受けた。第

1に過疎化の進展による労働力の不足，これに伴

う労働の対価の高騰，第2に職業の専業化，有畜

農家は専用の草地の確保を図りまた耕種農業にあ

っては金肥の使用，農業の機械化の進展が見られ

た。第3に，エネルギー源の変革により薪炭から

石油に移行した。

このように,普通共用林野が提供していた落枝，

落葉，下草，かや等の需要が極端に減少した。

一方，最近のふるさとブームにのって，山菜，

木の実等の商品価値がたかまった。

これを要すに，従来普通共用林野は，農山村の

自給自足的な社会的，経済的な条件を完結させる

ための役割を果たしてきたが，今日的には，より

多くの富を得るための補助的な役割を果たすよう

に変容してきたものといえるのではなかろうか。

このことは，山菜，木の実等を除いた採取産物

が，いわゆる「自家用」ということで，当該産物

を採取することによって金銭支出を防ぐという消

極的な作用をしていたが，山菜にあってはそれを

販売することによってより多くの現金収入を得る

という積極的作用をするように変容したといえ

る。このように変容することによって，農11.1村社

会の職業が分化し，かつ，専業化したにもかかわ

らず，それぞれに共通して普通共用林野の必要性

が認識されているのではなかろうか。

今後の普通共用林野の運用は，これらの認識を

国有林野と地元住民との紐帯として，当該林野の

保謹義務の的確な履行を求めながら，行うことと

なるのではなかろうか。

次に，近年における都市化の進展，余暇の増

大，道路網の整術により都市生活者等が普通共用

林野に立ち入って1I1菜を採取する事態が各所に見

られ，このため一部地域において，共用者の山菜

採取域の減少，林地の汚染，山火事の発生，遡雌

事故等の問題が生じ，共用者の権利(使用収益権）

に基づく採取と公衆のレクリエーション需要とを

いかに調整するかが問題となってきた。

このため，林野庁においては，学識経験者によ

る国有林野管理問題研究釜を昭和54年11月に設

けて検討を依頼し，昭和55年1月に報告が出さ

れた。この中で，共用者の権利と公衆の山菜採取

のニーズを合理的に調整するという見地から差し

当たりの措置として有料採取を認める方向で運用

してみるのも妥当でないかと思われるとの結論が

出された。

これを受けて，昭和55年3月林野庁はおおむ

ね次の趣旨の営林局指導を行った。i)共用林野

契約において，有料採取を明記すること,ii)契

約は，共用者に実紙，実行態勢があり，かつ，国

有林野の管理経営上支障が生じない場合にできる

こと,iii)契約の相手方は，規約普:等に有料採取

の方法，内容を定めること。

林野庁としては，要するに，有料採取にするか

否かは，当然のことながら共用者の判断に委ねる

ことと，それにより秩序ある入林とあわせて当該

林野の保護の充実を期待したものである。

（おがわせつろう．林野庁管理課）
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える三井家も，その始祖の三井則兵衛高俊が1610

年(慶長15）家督を譲り受けるや，時勢を見通し

て町人への転向を決意して武士を捨て，松阪本町

に移り住んで商売を始めているので，新助も同じ
表･1土井本家の系図抄

Ⅱ林業経営の背景をなした徳川時代の

土井家の経済活動

1．武士からの転進

土井家2代目として婿養子に迎え
考’-没年(掌年)｜傭世代｜氏名’られた左術門太夫保利の先祖は，南

北朝時代に新田義貞を生んだ新田家

の分家，大館家で，南朝に仕え，後

に紀州日高郡の湯川家に属し，彼の

祖父は「一城の将として衆を指揮し

た」(家譜）由緒ある家柄である。学

究肌の14代(1978年没）は，生前そ

の事跡を尋ね「事実であることを確

めることができた」と，嬉しそうに

近しい人たちに語っていたというこ

とである。

土井家も同じ湯川家に属していた

が，尾鷲に移る前は紀州海部郡浜中

に住んでいた。後に土井家が屋号を

「浜中屋」とするのは，この地名に

由来してのことである。そして，3

代目新助が「寛永（1624～44）の末

の頃」（家譜)，尾鷲に移り,住むので

あるが，その経締は全くわからな

い。ただ，湯川家は日高郡の豪族で

四隣を威摂していたが，1585年(天

正13）に滅亡しているので,土井家

は再び主家を失うことになったわけ

で，そのためかとも思われる。

あるいは，松阪商人の代表ともい

~－－－1
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３
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ような動機からであったかもしれない。ともあ

れ，3世紀余にわたる土井家の林業経営を支えて

きた精神的風土は，多分にこの東国武将の血筋

と，武士階級の将来性に早く見切りをつけた先見

性とに根ざしているのであろう。

参考までに，分家関係を省略して土井本家の系

図を簡単に記すと表･1のようになる。

2．基礎を固めた6代目

土井家創業の祖といわれる6代目は95歳の高

齢で，1756年(宝暦6）に没している。したがっ

て,前回に記した1760.62年の調査による351カ

所，大小49万本におよぶ土井家所有の植杉山は，

ほぼ彼の代に築き上げられていたことになる。し

かも，5代目については「貨殖の事をなし，酒を

も醸す」とあって，植林については特に触れてな

いので，1702年(元禄15）に5代目が没した前後

からの約半世紀の間に，そのほとんどを6代目が

植えたとみていいのではないか。

6代目について家譜は「廻船という大船を造ら

せられ，交易のものを載せ江戸大阪に運漕し，炭

を焼き出させられ，月やくというものを遠き山よ

り出させて江戸へ運送の事多かる･みずからの船
たしから

のみにては事足らざりしにや，伊勢の慥柄という

処の船，常積というにて参り積たりとぞ。前代よ

りの酒醸の事はいつの頃よりやみたりしや，され

ど酒醸の術には御みずからくわしかりしとうけた

まわりぬ。田畑山林を買い広められ，杉を植させ

られ，小原野蓮はたいら其の外処々 にうえらる。

小原野を新墾し遂に家業を成就したまえり」とあ
る。

ここに出てくる"月やく”というのは，杉材を長

さ1間(1.8m),幅1寸4～5分(4～5cm)
こけら綴き

に割ったもので，柿葺の下に用いた屋根材であ

る。名の由来は，田舎で，女性の生理を忌み，そ
たや

の間，別に住まわせた小屋（他家）の屋根に用い

たからとも，その別居中の手仕事として作らせた

からとも，辞書によって解釈を異にしている。月

役の語の意味からすれば，後者の別居中の手仕事

という説のほうが理にかなっていると思える。し

かし，尾燃の山奥から江戸へ運んで販売するほど

の取引量があったところからみると，このころは

単なる野地用割材という材種名となっていたのか

とも考えられる。

このように，6代目は先代が蓄えた資本を元手

に,．大いに経営的手腕を発揮して，回船業・製炭

業・木材業に進出，自らの生産物だけではなく他

人の商荷も扱い，回船も自分の船だけでは足りず

他人の船まで常雇いとして，江戸・大阪をはじめ

伊勢・尾張から，ときには四国・九州まで交易

し，生産と流通面で利益を得た。その余裕金で林

地を買入れて造林し，新田畑の開墾を行って，土

井家の経営基盤を築いたのである。

こうした経済力を背景として，1752年（宝暦

2）に，尾鷲9力村の庄屋たちが藩よりのほうそ

う施米不正に連座し，その職を免ぜられた後をう

けて5力村の庄屋を兼ね，ついで1754年には大
庄屋となっている。

このころ，藩は財政再建に努力していたが，土

井家は莫大な調達金や水上げに応じ，これに協力

したので，7代目はその功によって若山勘定奉行

直支配の地士に取りたてられている。8代目は回

船の数を増し，御用炭仕出元御用を請け，名茶を

製するなど受け継いだ家業をいっそう隆勢にの

せ，徳川期における土井家の黄金時代を出現す

る。ただ，残念なことに土井家の記録は第2次大

戦末期に，防空壕に避難させたことがあだとな

り，東南海地震（1944年12月）の大津波につか

り，全く読めないものになってしまっている。

したがって，同家の文謹:により，徳川期の土井

家のこれら事業を尋ねることは不可能で，わずか

に，市立図書館に保存されている主として1707

年（宝暦5）以降の『尾鷲大庄屋記録』のなかか

ら，土井家に関するものを拾い出して，およその

輪郭をかいま見る程度のこときりわからない。

3．造林資金を生んだ回船業

1710年（宝永7）に，幕府の巡見使が尾鷲地方

を通ることになり，藩が用意した想定問答集とも

いうべきものに，巡見使から尾鷲浦の回船や小船

の数について聞かれたら「江戸回船2そう，伊

勢・尾張・大阪通いの小船が8そうあります」と



年代（元号）

1770(明和7)

71("8)

72（安永1）

86（天明6）

95（寛政7）

98("10)

1806(I文化3)

08("5)

lo("7)

13("10)

22（文政5）

23（〃6）

29（〃12）

33（天保4）

43("14)

46（弘化3）

49（嘉永2）

’

表･2土井家回船の消長

事 項

林浦土井八郎兵衛船2

撫鍛磯饗臘齢謹駿#家生麓炭
6月，林揃土井八郎兵衛船(950石）は炭,杉
丸太を秋んで江戸へ航行中

蝿湖懸瀞鯛澱豊雛,黙
船

林浦土井八郎兵衛船栄福丸（17人乗）九州
で破船，14人水死

｢回船改札」土井八郎兵衛3枚

灘蕊宅哩諾臘豊前国代官羽倉椛九
石余を江戸に回米す
衛船徴発される

徽囎雛嬬
船は轡福丸，喜隆丸

土井八郎兵衛船隆宝丸(14人乗）早田浦口で
破船。大阪回船方の回船調べ，土井八郎兵衛
船は喜福丸，喜隆丸，轡吉丸の3そう。この

霊を綴溺舗燐鑑誇阪から船
喜陛丸（1,10α石）破船，再建

2m石以上の鉛の調査，土井八郎兵衛船は喜
福丸(1,000石）と4CO石船2

喜吉丸(1,000石）伊豆沖で沈没

江戸行炭89100俵輸送巾，御前崎で出火

大阪から桐丸太を運賃職し，難風にあい相賀
組渡利浦に漂着

土井八郎兵衛船(mo石）は藩の御用炭輸送
を誓約（運賃が安く，御用炭職はきらわれ
た）

蕊洲燃齪織'城米船に徴発された’
土井八郎兵衛船難船，修理

土井八郎兵衛船破船，回船消滅

尾鷲市：『尾鷲市史上巻』（原資料は『尾鷲大庄屋記録』）

答えるように記されている。これからみると，元

禄期（1688～1703年）には尾鷲浦に地元の回船

業者が生まれていたことは十分に考えられる。し

たがって，1702年に没した5代目から，すでに土

井家は回船業に手を染めていたことも想像される

が，資料の中に，はっきり土井八郎兵衛船の名が

出てくるのは1770年（明和2）である。当時，土

井家は7代目の八郎兵術茂肥の代になっている

が，2そうの回船を所有していた。しかし，うち

1そうは翌年,自家生産の木炭7,050俵を輸送中，

遠州新勝浜沖で破船してしまう。

このように回船業は，無事に航海を終えた場合

には大きな利益を得ることができたが，同時に常

に遭難という危険と同居しており，浮き沈みの多

い商売でもあった。土井家の回船業もその例外で

はなく，1800年代初頭には3そうの回船を所有

し，尾鷲浦の浜にみずから造船所をもって大阪か
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ら船大工を雇うほどの勢いであったが，天保期

(1824～43年）を境に積荷もしだいに細り，1849

年(嘉永2）の破船を最後に回船業から撤退を余

儀なくされている（表・2)。

この幕末期は封建社会全体が不況であったこと

に加えて，土井家の当主がようせいし，一時，世

継ぎが絶え，その後をめぐって若干もめたことな

どもあり，同家は江戸の水戸屋治郎右衛門からの

700両をはじめ，多くの借金を負い，1838年（天

保9）には寺社御貸方で拝借した300両が期限に

返済できず，江戸店で元金と利息24両余の差押

えを受けるなど，経済的困難に追いこまれてい

た。この苦境を辛うじてしのぐことのできたの

は，8代目が造成し，その茶種・製法を宇治に学

んだ茶園があったおかげであるという。

土井家はこの回船業のほかに，林業関係以外の

事業としては高70石前後の農地を所有し，相賀

組内に2軒の店をもって米屋を営んでいるが，質

屋はやっていない。米屋は1767年(明和4）の記

録で211石8斗2升の移入米を水上げしたとあ

る。質屋営業には藩許を必要とし，それには原則

として20石以上の高持であることを必要とした。

1819年（文政2）以降は，屋礁組では手質札は5

枚と定められ，そのうち4枚を土井家の分家が占

めているが，本家はその以前も以後も質屋業は兼

ねていない。

4．新田畑の開墾と商品作物生産

田畑の開墾は，もともと残された平地が少ない

という地形条件に強い制約を受けながらも，5代

目にはじまり8代目に至る間さかんに行われてい

る。同時に茶，ミカンといった換金作物も早くか

ら取り入れられ，なかでも茶は品種，製茶法を改

善し，商品化に成功している。

すなわち，5代目は1681年（延宝9）に矢浜村

内で1反7畝3歩（17アール）の水田を，6代目

は1702～20年の問に矢浜村内で6カ所，合わせ

て6反4畝21歩(64アール）の田畑,1706年(宝

永3）に中井浦内で4反6畝9歩の田，1708～09

年に小原野で9反8畝24歩（98アール）の田畑

を開墾している。7代目は南浦近くの水田とする
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には困難な荒野を宝暦・安永（1751～81年）ご

ろに茶園に造成している。8代目は，1783年（天

明3）の凶作に際して，村民の救済事業として，

この茶園を拡げた。それとともに茶の本場である

山城国宇治郷から茶種を求めて繁殖し，また製茶

職人4人を雇い，製茶の技法を学びとらせてい

る。その結果,品質が良くなり，1813年(文化3）

には藩主に茶6箱を献上したところ，大いに称賛

され，南山・浜木棉・松か枝・轆珀・柳の葉など

の茶名が.与えられ，尾燃茶の名声を高めるのに成

功している。

文政のころ（1818～30年）には生茶の収穫1万

5千貫余（56トン余)，製茶にして3,525貫（13

トン余）を得て江戸に出荷し，大きな利益を得た

とある。これが幕末期の困窮した土井家の経済を

支えたのである。

8代目は茶園の拡大・改良のほかにミカンにも

着目し，1800年代初期に行野浦内の2カ所にミ

カン園を開墾し，行野浦に下作させている。小作

料は40両であったが，枯木が増えたということ

で1838年（天保8）からは18両に値下げしてい

る。1848年には,肥料として糠130貫余(500kg

弱)，いわし55かご余を施して2,400箱を収種し，

口銀232匁7分を納めたという。

このほかでは，早く育ち利の高い樹種で，小前

層の農民にも向く林業だとして，藩主の力を借り

て薩摩から数種類の竹を取り寄せて繁殖し，多く

の村民に配布している。竹栽培そのものは尾鷲地

方に定着しなかったが，土井家では，6代目が植

えた木が8代目のとき伐期に達したので，各IIIに

竹林を仕立て，これで筏やシュラ，せきを作り，

木材を搬出したという。また，このときの孟宗竹

林の一部が今も土井家に残っており，手入れの行

き届いていた戦前には周囲1m近い竹材が採れ，

有名であった。もう一昔以上も前の古い話しにな

るが,NHKの朝のTVドラマ「旅路」の舞台に

もなった竹林である。

1830年（天保1）ころの土井家の持高は76石

余で，うち15石余は下男を使って自作し，残り

は33人に小作させていた。1870年（明治3）の

大差出帳では67.5石余で，少し減っている。和

歌山藩の標準石盛は上々 田が1.7石，上田が1.6

石,中田と上畑が'･45石,中畑が’顎石であっ
たから，仮りに平均1.35石として土井家の高を

割ってみると，約5町歩(5ha)ということにな

る。したがって，上述の自ら開墾した田畑の面積

が約半分となる勘定である。

これらの開墾農地も，戦後の腿地改革では，す

べて小作人に解放されているが，とくに7代目。

8代目が拓き，品質の改善に努力し，土井家の経

済にも貢献してきた小戸野の茶|蕊|については，土

井家は般後まで強い愛着を示したと伝えられる。

心情的にもっともなことであると思う。

（かさはらろぐろう・三重大学農学部教授）

そこに住む人々が主体となって林業

の振興をはかるには－
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全国市町村有林めぐり●徳地町有林

垂
日 治阿部

町有林経営と地域林業の振興

由来とあゆみ（地名） 〉
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徳地の名は，平安末期に関白藤原兼実（九条家）の知

行地となり，直接の管理者である九条家の得分の地とい

う意味から「得地」の名が生まれたと伝えられており，

また徳の字を書くのは，大字堀字伏野の昌福寺薬師堂の

鰐口に「下徳地福生寺，至徳元年甲子月日」の銘があ

ることから南北朝時代からとみられている。

町の歴史は古く，考古学的な資料などによると，堀周

辺の山麓に点在する遺跡からは細文前期の土器，石器類

が発見されており，先住民族もこの辺より発展しはじめ

たものと考察される。

鎌倉時代に入った文治2年（1186年）に,俊乘坊重源

_上人が周防国司に任じ，東大寺大勧進を兼ねて下向し，

この地方が兵火に焼失した東大寺再建のた必，造営用材

の主要採取地とされ，佐波川を鮒発して多くの建築用材

を奈良に送った。この地に月輪寺薬師堂，佐波川関水，

石風呂等多くの遺跡と重源に関する伝えを残しているよ

うに，この時期に飛躍的に発展したようである。

明治に入って，同22年に市llil村制が実施されて新た

な行政体としての出雲，八坂，柚野，島地，串，和田の

6力村が誕生した。昭和30年4月1日町村合併促進法

により和田村（現新南陽市）を除いた5力村の合併によ

り徳地町の誕生をみた。なお同年11月1日に串地区の

一部（大字巣山）を鹿野町に分離したが，その後の変更

はない。
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図･1徳地町位澄図

し’下流は防府市を経て瀬戸内海に注いでいる。上流部

野谷地区には’佐波川ダム（大原湖）が昭和31年に造

られ，多目的ダムとして利用されている。また支流の島

池川は鹿野町より流下し，町の中央部堀地区で佐波川に

合流している。その他支流には三谷川，野谷川，滑川な

どがある。

地形は佐波川によって二分されており，本流の東側に

は日暮が岳’要害岳，土田が岳など標高500～700mの

山地が広がっている。さらに隣接する鹿野町との境界に

沿って飯が厨，高鉢山，石が岳，白井が岳，千石岳など

600～900mの山々 が北から南方向に連なっている。日

暮が岳，飯が岳，高鉢山の3点を結んだ地域内がアカマ

ツ天然林で有名翻圃有林である。
北側は島根県に北西部は阿東IIIJに接しており，この境

界線には野道山，下深山，津々 良が厩，高羽が岳など，

標高700～900mの爾山が周防と長門を画する脊梁山地

となって西走する。商羽が岳より真田が岳に至る山地は

山口市と接するところで野谷峠，桝谷峠，松柄峠，荷卸

峠などがあって山口市仁保に通じる。また南西部には狗

留孫山，白石山がそびえ南部は防府，新南陽，徳山の3

市に接し,付近の山地は海抜高300m余りで比l陵的ひら

けている。

位置と沿革

徳地町は，山口県のほぼ中央に位置し，全国でもまれ

な一郡一町を形成し，東西17.3km南北27.7kmで総面

積は288.39km2,人口は11,500人である。町の中央部

を佐波川が流下しており，その源を北端の柚木地区に発
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表･1土地利用状況
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注；鹿野町内荒神川，赤笹を除く。

表･2適正伐期齢の決定 (単位：年）
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町の基岩の分布は，大部分が中世代に属し，花崗岩，

花崗鉦岩，石英斑岩が全体の30％で引谷，堀地域に分

布し，流紋岩は柚野,三谷の東部一帯に40％を占め，あ

とは島地串を中心に黒色片岩20％その他深谷,三谷の

一部にかけて玲岩があり複雑な基岩分布をなしている。

土壌は，本流の南西部一帯が砂壌土を中心にして，せ

き悪地が広がっていて，マツの自然林が分布している。

また，北部および東部は比較的地味が良好でスギ，ヒ

ノキの人工造林およびマツ，ザツの自然林が分布してい

る。

気象は，内陸山間部から瀬戸内海沿岸に続く地域であ

るため,地形や土地の向き,沿岸からの距離によって気候

の地域差がみられ，町の北部は内陸山間部の気候域に含

まれ,平均気温は15｡C前後,年間降水髄は2,000mmを

こえる。これに対して南部は，瀬戸内海沿岸気候域に含

まれ，年間平均気温は16｡C前後と北部より1～2°C高

く年間降水鐙は1,600mmである｡このうち500～600mm

が6～7月に集中し毎年蕊雨の被害をもたらしている。

3,230haで，ほかは公団，公社および部落等との分収林

である。

私有林は14,64111a,林家数2,018戸で経営規模は極

めて零細で,111a未満34.1%,1ha以上5ha未満が43.7

%;1001,a以上は0.1%にすぎず，そのうえ分散してい

る。今後はこれらの障害を克服して，林業生産の基雄を

盤｛illiし，地域性に富んだ振興をはかる。このためには，

林道および作業道の整備を稜極的にすすめ，農業と林

業，育林と特用林産物（しいたけ，わさび等）の複合経

営を促進し中核的林家を育成する。また，良質材生産の

ための技術導入を図り産地化形成を推進する。一方森林

組合等生産組織の拡充強化をはかりながら，森林施業団

地共同化を促進することにしている。

林業構造改善事業を柱とする基盤作りに一応成功を収

めているが，これを支えたものは林業家たちの組織であ

り，今後も組織の充実強化を図り，新林業椛造改善事業

を職極的に取り入れ，林業生産基盤の整術を図る。

一椎茸生産協議会へ

林

業一なめこ生産組合

嬢繍一;--樹簡塗"。
鷲譽臓鱗≦

議
会
一

土地利用状況

農用地面職は総面積の5％で林野而職は26,2401職で

92％を占めている。このうち国有林10％，町有林31影

で私有林は56％となっている。町有林のうち,経営林は
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表･3樹種別面積
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表･4保有山林規模別林家数

10｡ha以上’数’
2,0181

410

労務班は1斑平均10人で12班椛成されているが，高

年齢化は年々 進み，60歳以上が半数を占めている。造林

は樅付けから第1回目の間伐まで10年以上を要するの

で，新値の請卸しをする際，山の状態と労務班の能力を

十分考慮に入れて，町から労務班を指名し作業箇所ごと

に「はりつけ」をしている。近年，自然保謹の立場から

一斉林の問題が各地で提起されているが，町もこれらを

慎頭に受けとめ，良質の広葉樹林はできるだけ萌芽更新

につとめることにしている。

町有林野の沿革と経営の基本方針

（1）埜本方針

町の所有山林は，市町村有では全国でも五指に入る

8,4181)a(うち17811&,は鹿野町地籍）を有しており，保

有山林の樹種別面裁は表・3のとおりで，経営林地の|齢

級はスギが20～25年生が最も多く全休の25％を占めて

おり，ヒノキは11～15年生が34％を占め，マツは11～

20年生が75%を占めている。経営は基本財産の造成と，

林地の高度利用を図ることを目的に，具体的には次の率

項を基本経営目標にしている。

1）所有林野の高度利用，経営林地の資源造成を職極的

に推進する

2）水資源確保のための造成，林地の保全的施業を行い

郷土の保全と水資源のかん養につとめる

3）森林生産力の増強に努め木材の需給の鯛整をはかる

4）模範的経営につとめ，私有林経営の普及教育に資す

る

5）収戦の保続維持のため，計画的に適期伐採を行う

6）適正な保育施業により，健全な材木を育成し，諸種

の危害から森林を守り用材林生産につとめる

7）経営の合理化，近代化および労務不足に対処するた

め林道，作業道の整備を行い資源の有効利用をはかる

8）適正伐期齢は，平均成長量の最大林齢および既往の

平均伐採齢を勘案して，表．2のとおり定めている

（2）造林

造林は昭和30年の町村合併後急速に進展し，最高時

には年250ha余を植林した。昭和36年から森林開発公

団造林が始まり，これを職極的に推進し，現在まで約

1,800haを契約している。現在までの町存林野の人工林

率は60%となっている。造林事業の請卸しは,施業箇所

ごとに見職りをとり森林組合の労務班で実施している。

町有林野の沿革

藩政時代；官理，滞林を設け，それ以外の山野は営農の

ため入会により利用していた。

明治4～13年：地祖改正にともない，宮民有区を行った

結果，山野は官民未定地に編入された。

明治14年：山野は国有と認定され，入会関係住民の立

入を禁じられた。

明治30年：山口県営有林野，民有林明成同志会を結成

し下戻運動を起こし翌31年官民有林野下戻請

願書を首相および農商務相に提出した。

明治32年：国有土地森林原野下戻法が発布され本省か

ら調査が始まった。

明治35年；下戻が認可され「下戻休野処分に関する規

定」を示し確理区分の画定林野条例の制定施業

計画案の綱成による施薬の実行を進めた。

明治38年：林野調査心得を規定し簡易測量をIM始した。

明治44年：「林野入会整理に関する通牒」を発令した。

大正7年：「町村有林野整理区分規則」および「町有林

野条例準則」を公布した。

大正11年：「公有林野整理規則」を公布し，部落有林野

の統一入会整理，整理区分の制定，施業計画案

編成，林野条例，その他雑則を総合制定した。

lha未満 ’5～10h，1～5ha 10～20ha 20～30ha 30～50ha 釦～lmha

689882

34．143．7 ’
266

13．2

111

5．5

36

1．8

0
26

1．3

6

0．3

2

0．1
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婦人林業教室での育苗作業風景

大正12年：島地村(49611a)施業要領を編成樹立した。

大正14年：柚野村(2,75411a)"

大正15年；郎村(1,15511a)"

昭和3年：八坂村(3,94111a)"

昭和6年：出雲村(876恥）〃

昭和8年：杣野村(2,76011:1)施業要傾卵一次検討。

昭和9年：串村(1,1431,,i)"

昭和12年：島地村(47011a)"

昭和13年：八坂村(3,79211&I)"

昭和16年；出雲村(1,31011a)"

昭和30年4月：市町村合併促進法に基づき，5力村が合

併，徳地IIIJ有林となった。

昭和30年12月；「山口県公有林振興大会」を開催し，

早急に公有林の経営体制を拡充強化するよう関

係官庁へ要請するとともに，県として公有林経

営計画の編成に着手した。

昭和31年：徳地町有林施薬計画書(8,124113)を編成。

昭和32年：国は,公有林盤備事業として取り上げ,地域

森林計画を編成する地域について助成。

昭和34年:IIIr'有林第一次経営計画書(8,296ha)を編成。

昭和39年：〃第二次〃(8,4811,a)"

昭和40年1月：地方自治法の改正に伴い，町有林野規

則の準則を作成した。

昭和44年：町有林第三次経営計画沓(8,382ha)を編成。

昭和49年＆〃第四次〃(8,465ha)"

昭和54年3月：林野条例を改正し別に林野規則を定め

る｡

昭和54年：町有林第五次経営計画書(8,41811a)を編成。

特産振興とグループ活動

徳地町には，昔から優れた広葉樹林が広く分布してお

り，戦前戦後を通じて雑んに良質な防長炭の生産が行わ

れていた。一時は立ち上る煙が大都市の空の如く太陽を

さえぎるほどであったと，今も語りぐさになっている。

しかし，昭和30年代に入るとエネルギー革命の波が

押し寄せ，需要は急激な減少をつづけ，昭和32年をピ

ークに需要にかげりが{|{始めた。このような時代に世代

の交代期を迎えた船路地区の農家の後継者たちは，昭和

35年木炭に代わる経営の柱として椎茸栽培に蒲目し，

さらに「農業十林業」の複合経営による自立経営を目指

し「俺たちの村に仕珊の場を」と，乾椎茸の生産に活路

を求め10名の若省たちによるグループ，船路産業振興
会が発足した。

振興会の活動は，まず若者夫婦ぐるみによる原木林造

成作業から手がけ，股家経営のIIlでの椎茸部門の確立を

はかるため，町の地域振興推奨雌紳作目に椎茸をとり上

げる原動力となった。

昭棚41年に入ると町内の椎茸栽培者が，生産技術の

向上と製品の均質化を図るため，徳地町椎茸生産協議会

を結成した，船路産業振興会は協議会の中でも，そのリ

ーダーとして産地化に貢献した。こうしたことで県下で

も|､ツプクラスの生産地となり，全国乾椎茸品評会でも

上位入蛍をはたし,1l｣口しいたけの名声を高めた。

昭和53年には，町および森林組合が町林業のいっそ

うの振興を図るため，林業振興推進協議会を発足させ

た。船路産業振興会の属する椎茸生産協議会も，この組

織化に積極的に参画するとともに，活動の場を椎茸生産

から地域林業の振興へと拡大した。

一方婦人会員は婦人部を結成し，農林業まつり，町民

のつどい大会や婦人林業教室等の各種行事に進んで参加

し，地域の人々との交流関係を深めている。

椎茸生産を目的として発足した船路産業振興会が，町

さらには県の乾椎茸生産をリードするまでに成長した今

日，その成果をふまえて地域振興の中核として位臘づけ

られつつある。

これからも，町林業振興の場を通じ，あるいは婦人部

会の活動を通じて「俺たちの村に仕事の場を」という輪

をさらに広め「ふるさとの村づくり」に貢献するものと

期待されている。

（あくおとじ・山口県徳地町役場林務課長）
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<第29回森林・林業写真コンクール〉入選者の発表

応募作品数710点（カラーの部282,白黒の部428）につき4月23日審査会を開催し，慎重審議
の結果次のとおり入選作品を決定いたしました。なお，版椛は木会に属し作品の一部は「林業技
術」の表紙・誌上に順次掲載いたします。

カラーの部
－

特選（農林水産大臣賞）

杉林の椎茸栽培船越義雄（福岡市博多区）

一席（林野庁長官賞）

冬山竹田葱行（北海道上磯郡）

二席（日本林業技術協会賞）

大台ガ原・原生林（連作）

石井信夫（大阪市東淀川区）

モズの合唱畑義則（北海道広尾郡）

森林公園への入口大野忠（茨城県水戸市）

三席（日本林業技術協会賞）

山里の土蔵萩原敏男（群馬県勢多郡）

樹織戸千尋（三重県松阪市）

白い小木林清水洋嗣（岐阜県吉城郡）

からまつ林の秋磯敏且（群馬県利根郡）

北山杉は育つ井上武（兵庫県姫路市）

佳作（日本林業技術協会賞）

残照但田康宏（北海道河東郡）

静かなる森林筬島孝一（大分県竹[1:l市）

シボ巻き佐藤司（愛知県刈谷市）

大地の造形串田宏好（兵庫県神戸市）

古木の湖磯敏且（群馬県利根郡）

鰯の朝中川修一（京都市左京区）

夕木立進藤覚（愛媛県新居浜市）

造林地石川孝一（北海道旭川市）

木出し播間正治（秋田県仙北郡）

吉野杉の生態（シボリ床柱を測る）

野村文治（岐阜県養老郡）

北山杉と朝日井上武（兵庫県姫路市）

雪後晴時々煙樋栄浩之（滋賀県犬上郡）

植樹のイロハ朝日忠義（大阪市住之江区）

耕地と防風林随行正（北海道北見市）

新緑の広がり佐藤忠作（北海道岩見沢市）

小さな冒険朝日忠義（大阪市住之江区）

秋の松林風林信一（北海道勇払郡）

大ワシのつがい土井上信一（北海道標津郡）

新春吉川喜吉（埼玉県川越市）

ふと見た足と下駄大関栄（静岡県富士市）

白黒の部

特選（腿林水産大臣賞）

橇りだし（連作）随行正（北海道北見市）

一席（林野庁長官賞）

新雪平形秀哉（北海道小樽市）

二席（日木林業技術協会賞）

ねぐら土井正司（広島県世羅郡）

村道佐藤新一（秋田県横手市）

もちつき高野博視（福島県伊達郡）

三席（日本林業技術協会賞）

冬の街路戸田秀一（岩手県盛岡市）

冬の筏B増田碧（北海道釧路市）

農婦本間公淳（秋田県横手市）

大木を切る（2）擬江信幸（北海道足寄郡）

寒念佛講(2)加賀谷良助（秋田県横手市）

佳作（日本林業技術協会賞）

雪囲い藤田力（新潟市）

田舎道森川亮（山口県阿武郡）

それ行け./ 擬江信幸（北海道足寄郡）

パターン竹田隆朗（三重県伊勢市）

里の小正月千葉守保（岩手県胆沢郡）

雪国の農婦干葉守保（〃）

アスレチックより（渡る）

宵木忠平（静岡県焼津市）

風雪に生きるミズナラ林（連作）

石井信夫（大阪市東淀川区）

木をひく柳本真一郎（大阪市平野区）

公園梶本恭孝（大阪府茨木市）

冬の山国岡洋一（北海道函館市）

からまつ林玉手恒弘（北海道枝幸郡）

道しるべ佐藤久太郎（秋田県横手市）

牛たち三浦仁（岩手県盛岡市）

女達佐藤久太郎（秋田県横手市）

山仕事のし､っ服伊藤武（長野市）

まきの有る家井上征幸（愛知県知多市）

冬山の風影舸田賢一（北海道天塩郡）

ナラの木を燃して梅村重次（群馬県勢多郡）

職人塩生貞之助幅島県南会津郡）
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・
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長
）

スギ天然林（矢立峠）

智頭林業の原点ともいうべき沖の山杉をみておく

のも無意味ではないかもしれない，というぐらい

の気もちだった。

少々荒れ気味の林道をドンドン登っていく。智

頭の杉林が黒々と下のほうに広がっている。まわ

りはブナらしい広葉樹が多くなってくる。智頭あ

たり紅葉の最盛期であったが，ここまでくると，

ブナはすでに落葉していた。

「あれが天然杉ですよ」

AGさんが指さす彼方に，灰色の裸木の，まる

い樹冠がモコモコ波打つ中に，黒っぽい，先のと

がった三角樹型がポツポツ散在していた。ブナ林

私は，天然杉をみるとひどく興奮する。杉なん

て，いたるところで，うんざりするほどみている

のに，天然杉に接したときの気もちは，どうし

て，こうもわくわくするのだろうか。

はじめて天然杉というものをみたのは，鳥取県
トウセン

智頭の東側にそびえる東山というl11だった。県の

AGさんが「沖の山杉をみにいきませんか」と誘

ってくれたとき，私にはそれほどの気もちがあっ

たわけではなかった。智頭の山や谷を埋めたスギ

人工林の美しさと重瞳感にたんのうし，心は-卜分

に満ちたりていた。しかし，智頭の美林も沖の山

杉という天然林があればこそ，という話をきいて



33

－

’

で顔を出していた。しかし，そこには雨で洗われ

た’さわやかな老杉の集団はあったが，きのうみ

た幻のような天然杉の姿はなかった。

秋田杉は，米代川流域に多いという。しかし，

天然杉はもう，ほとんど伐られてしまったらし

い。今度の旅の目的は，米代川一帯を車でまわっ

て，秋田杉の風土をこの目でみておくことだっ

た。私たちは，峠をくだって，米代川の支流出代

川の奥にあるという水沢の保護林へ向かった。

二ツ井から、代川にそって測る。この流域に

は林齢100年もするような立派な植林地があちこ

ちにあって，林業の歴史の古さを感じさせる。

奥に入るにつれて，川はところどころでl峡谷を形

成し，その急斜面に，天然杉がポツポツ出現す

る。このような海抜の低い里山地帯にすら天然杉

がみられるとは，さすが秋田杉のふるさとであ

る。

この上流に秋田杉の学術参考保謹林があった。

面積18ha,樹齢180～330年，平均で250年，樹

高は高い木で57m,胸高直径は144cm｡かなり

の高齢木の集団ではあるが，案外若々しく，すら

りと伸びている。これだけの老杉がまとまって生

存しているのは，さすがに壮観である。林内に入

った印象は，老杉に囲まれた神社か寺院の境内に

いるようであった。たしかに荘厳ではあるが，天

然林の野生味はなかった。それだけ人手が加えら

れている証拠ではないか，と思う。秋田杉の美林

は，藩政時代の育林がつくり出したものなのであ

る。

かつて日本中に名声をはせた秋田杉の美林の一

部が,田代川の奥に,わずか18haという，みじめ

な面積で，いわば標本として残っ､ていた･もう少

し広い面積で残せなかったものかと悔やまれる。

歴史を秘めた秋田杉の森が姿を消しても，秋田

の本当の天然杉は，観光開発のすすんでいない青

森と秋田の県境の白神山地あたりで，まだ人に知

られず，自然の姿で生きているような気がするp

いつか，ゆっくり，そのあたりの山々を訪ねてみ

たいものだ，と考えている。

の中に静かに息づくスギの自然の姿をみて，私は

激しい感動におそわれた。これが，スギの本当の

生きかたなのか。智頭の谷でみた人工の杉たちの

堂々たる自己主張にくらべれば，なんとひかえめ

な姿であることか。

「ブナの紅葉するころは，もっと見事ですよ」

AGさんは，いかにも残念そうにいった。こん

な経験があって，私は天然杉に，尊敬と親愛の情

をいだくようになったのである。

青森の市街をあとにしたジープは，リンゴ畑が

延えんとつづく，なだらかな丘陵地帯を通りぬけ

て，青森と秋田の県境の矢立峠への登りにかかっ

た。国道7号線である。峠は，夕もやと霧雨で灰

白色にかすんでいた。車道の前方に，ゆっくり流

れる白い霧の中から，突然，とがった樹冠の，黒

っぽい針葉樹の疎林が出現した。亭々と，まつす

ぐに伸びるその姿に生命感があふれていた。

「すばらしい／」

ジープを運転しているA君と私は，同||寺に叫ん

だ。しかし，その感動を確認する余裕もなく，新

たな霧の流れがわいてきて，針葉樹林は白いカー

テンのかげに消えてしまった。それは，まるで夢

幻の中の真実のように，ひどく鮮かであり，ひど

く不確かであった。このあたりに天然杉のあるこ

とは聞いていたが，これだったのか。

私は，このまま峠の天然杉と別れてしまうのが

惜しくて，峠のすぐ下にあるH温泉にその夜の宿

をとることにした。硫黄で白く濁った湯につかる

と，窓のまわりに山肌が迫っている。峰すじに，

ぼんやり天然杉らしい木立ちがみえる。番当の話

によると，やはり秋田杉で，樹齢は200～300年

くらい，この矢立峠を中心に残っているのだ，と

いう。

翌朝，ふたたび峠に引きかえした。くもってい

たが，ときどきうす日がさすような天気だった。

峠に立てば，車道は天然杉の疎林のあいだを縫う

ように通っていた。峠のまわりの尾根や雌すじに

も，年ふりし老杉が，単木であるいは小さな集団
●苧伊一一一一一一一

－盲寺で4一一一・＝－－－＝
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’’伝説と童話の森

3.世界の伝説の森

神田リエ
(山形大学農学部）

｜深く暗く，魔法使いや獣たちがひそんでいるグ

リム童話の森。妖精たちの姿が月の光の中で見え

隠れしているようなアンデルセン童話の森。この

二つの異なったイメージを持つ童話の森から，今

度は伝説の世界の森へ入ってみようと思う。

＜今でも深い森の中には－むろんベルギーで

はもうほとんど見られなくなっているが－永遠

の狩人がうろつき回っているという。嵐の夜は彼

の馬のひづめの音が聞こえる。彼は犬のようにほ

える。猛鳥のように鳴く。熊やいのししのように

うなる。

ことはヴィネンデールの森で始まった。．．…．＞

これは，ベルギーの伝説「永遠の狩人」の冒頭

の文章である。ヴィネンデールの森の近くに百姓

のおやこが暮していた。父親は百姓の仕事を放り

出し，狩ばかりに夢中になっている息子を呪う。

そして父親の死後，狩に出かけた息子はそれ以来

二度と森から戻れず，亡霊となって森の'.|.を休み

なくうろつき回らなければならないのである。

伝説には，このように具体的に場所が示されて

いる。また場所だけでなく，人名や時も表わされ

る場合が多い。いつ，どこで，誰に，何が起こっ

たか，歴史の一部分のように具体性をもって私た

ちに知らせてくれる。だから伝説を読むと，時を

越え，今，同じ場所で同じ出来事がくり返される

ような錯覚に陥ってしまう。

この「永遠の狩人」は，『世界の伝説』（飯豊道

男他，ぎようせい）の中の一編である。『世界の

伝説』は，風景を中心に，城，海，山・森，動物・

植物，教会・寺院，町・村，湖・泉，川，旅，空

の10巻にわたって分類されている。

10巻の伝説の中で，森の現われるのは約24％，

山もまた同じ24％,森か山のどちらかが現われる

のを合せると約半数近くになる。日本をはじめと

して多くの国々で山が森と同じ意味に用いられて

いる例がよくあるので，この二つの言葉の間には

っきりした線を引くことはできない。ある場合に

は別の意味に用いられ，またある場合には同じ意

味に用いられるのである。

地域別にみるならば，ヨーロッパでは森の現わ

れる伝説が多く，アジア，南アメリカでは山の現

われる伝説が多い。特に中国の伝説の場合’ほと

んどが山である。

10巻に分けられた伝説の中で,森・山が一番多

く現われたのは，山･森の巻を除けば空で’以下

湖・泉，城の順であった。

空の伝説の一つに「ひしゃくの星の物語」（中

国）がある。年老いた病気の母に冷たい水を飲ま

せようとして，娘がひしゃくを持って山の奥深く

の谷底へ行く。その水を，途中，仙人の化けたか

ささぎに飲ませてやると，そのひしゃくが天に昇

って北斗七星になるのである。山は地上において

最も天に近いところであり，天と地のつながりと

この世ならぬ世界を思わせるブナの森
W.Hockenjos:BegegnungmitBaumen,

DRW-Verlag,Stuttgart.1978
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一一＝＝戸一＝4－ k－L－や●ユーロ

ゾーンエックの古城

DasmalerischeundromantischeDeutschland,

HarenbergKommunikation,Dortmund.1979

して山があった。また，空は霊魂のおもむくとこ

ろともいわれ，死者が空を飛ぶともいわれる。

「空飛ぶ死人」（ソ連）では,大風の夜,死人たち

が墓の中から立ち上って空を飛ぶ場面がある。

湖・泉にも森・山の現われる伝説が多い。「ム

ンメル湖の水の精」（西ドイツ）もその一つであ

る。森に囲まれたムンメル湖に石やごみぐずを投

げこむと水の精の怒りをかい，悪天を，嵐をまき

起こし，湖のまわりも，湖の中も，水魔，水の精，

山姥でいつぱいになるという。ひっそりとした森

の奥に静かに広がっている湖。緑の樹々に囲まれ

て，こんこんと湧き出ている泉。森・山と水のつ

ながりは切り離すことができない。

城もまた，緑に囲まれた森の中とか山の上に建

っている場合が多い。「青ひげ」（フランス）の城

も森の奥深くにある。

伝説の世界に登場するものたちは，たいていど

こか不気味で恐ろしい。何か異常な力を持ってい

る。呪いの力を持っている。人間は，彼らの前に

非常に弱い存在である。

「恐れ山の怪」（オーストリア）では，真夜中

の12時になると，森に青白い骸骨すなわち幽霊

や魔女や小さな地瀧や悪魔が集まり，騒ぎ回り，

通りかかった人間をいじめたりする。「トロルの

山で」（スウェーデン）には，森の奥深くにトロ

ルたちのすみ家がある。人間を一度つかまえたら

離さないで閉じ込めておく。「マビと巨人」(パプ

ア・ニューギニア）には人食い巨人が現われる。

しかし一方では，「恩返しを受けた木こり」（ノ

ルウェー）の小人のように，人間の方から親切に

すれば必ず恩返しをするものもいる。「大きな森

の主」（ソ連）の森の主も，彼に力を貸してくれ

た人間に幸福を授けるのである｡

また，森の中で隠者として悪らす，という伝説

も多い。森は姿をひそめるのに都合のよいところ

であり，そこで信仰の日々を送るのである。

このようにみてくる.と，伝説の世界の森・山は

この世扱いされていないようである。森・山には

日常生活とかけ離れた異質の空間がある。「片手

児抱き山」（中圃）では，山が死者を葬るところ

としている。1I1が死者を葬るところとされていた

のは日本でも同じである。山中他界の思想は，山

は現実の世界ではなく別世界とする考えで，死者

の霊魂のすむところであり，このことは私の住ん

でいる鶴岡市に近い月山でもみられる。

また，死者だけでなく，年寄りを無用の者とみ

なし，生きながらに山へ捨てる姥捨の伝説，罪人

を森・山に追放するといった伝説もある。「プロ

メテウス」（ギリシャ）では，ゼウスの怒りをか

つたプロメテウスが，地の涯の荒涼としたカウカ

ソスの山の岩に鉄の鎖で縛られてしまう。神に対

して不信心だったため永遠に森の中に閉じ込めら

れてしまう「呪われた狩人」の伝説は，いたると

ころに見られる。

深い森を舞台としたグリム童話の世界にも，こ

の世でない森があった。でも伝説の世界の森・山

は，それ以上に不可解な人外境なのである。 I
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江戸は武都として出発しました。

その他の城下町もそうであったよう

に，軍事優先の街づくりです。城を

‘中心として掘割がめぐり，物資輸送

と防衛の役割をします。城に近いと

ころに，有力な大名や旗本を居住さ

せ，その便利のために，ところどこ

ろ町人の居住を許すという配置でし

た。町人地や寺社地は，なるべく城

より遠くへ置かれ，いざという場合

の防術前線を形成することも考えら

れたようです。市街地に火を放ち，

寺社の空地に陣をひく等を考慮した

のでしょう。

江戸は幕府の所在する一大城下町

としてまず理解すべきです。江戸湾

と隅田川は，物資輸送路としても，

防衛水路としても最適でしたし，こ

れに通ずる掘割を市中にうず巻状に

配置することで，さらにその目的を

倍加することとなります。しかし反

面人口密集とともに，洪水や火災に

は大変弱い都市でした。このため，

建設工耶は，江戸時代を通じ絶えず

行われ，災害，復旧の繰り返しによ

る資材需要も大変なものとなりまし

た。材木，石，土等を大人海戦術に

よって移動し，城，土地，家屋を作

り続けたのですが，いかに封建制，

身分制社会だったとはいえ我々はそ

の人力結集の組織力や動員力の大き

さに，ただ雛くばかりです。

材木は，鉄，コンクリートがない

時代，撒璽な建設資材です。徳川氏

が，紀州，尾張に親藩を置いたの

は，木材資源の管理統制に意を用い

たからだといわれます（注1)。

江戸城および江戸市街建設に費さ

れた，木材の量は莫大なものだった

でしょう。江戸城の造営用材だけで

も，70～80万石が消費されたとい

う説があります。このほかに，寺

社，大名，雄本の屋敷やI11I人地の建

設，それに火災，地震，洪水等によ

る破壊に対する復旧などを考えます

と，江戸時代を通じ，どれほどの材

木が消費されたか，見当もつきませ

ん。

その他の資材についても，例えば

城壁用の石が，主として相模や伊豆

から運ばれ，そのため，特殊な石舟

を3千艘も作り，1艘に百人持ちの

石2個を職み，月2回，江戸と産地

を往復したとか，石灰を現在の青梅

市付近から運ぶため，青梅街道が作

られたとかいう記録があります。

これら資材の主な終着駅が，日本

橋川から大手門にかけて掘られた水

路一道三堀です。そしてこの河岸

を中心とした地域が，江戸で最初に

繁盛した街で，材木商や海運業者の

根拠地となり，当然，人が集まれば

生活物資の市場も出来，遊女も存在

したようです。先般，申しました木

置場も築城の作業場もここにありま

した。現在の丸の内の中心街（富士

銀行本店付近）になりますが，今は
面影もありません。

「天下普請」といわれた江戸城築

城は，譜代，外様を問わず，各大名

の総力をあげたものです。慶長8年

（1603年）江戸開府のころは，まだ

大阪に豊臣秀頼がおり，関ヶ原役で

大勢が決したとはいえ，豊臣恩顧の

巷談「木場の今昔」

大名も多かったのですが，それらの

人々にあえて江戸築城の賦役を命

じ，幕府への忠誠心を試したようで

す。福島正則，加藤清正，上杉景勝

ら豊臣系の有力大名一かつては家

殿と同列であった人々が1千石当た

り10人の人夫を差し出し(千石夫と

いわれる）各担当の埋立工事その他

を競って請負ったと申します。

この慶長8年(1603年)から11年

にかけての江戸城修築は，江戸市街

地の埋立も含めて，きわめてスピー

ディに行われました。やはり大阪を

意識した，即戦体制の城づくり，城

下町づくりと思われます。

こうした幕府創建による江戸城築

城に関係し，各地から参集した商人

は，順次特椛を与えられ江戸に定着

します。

“江戸町人の草分けは,三河,遠江

からの木綿商人や材木，石材の業者

であり，それについで近江，伊勢，

京阪の商人であったことは，江戸の

商業が，周辺の町や村の商業と結び

つかず，遠隔地商人の手で開かれた

ことを物語っている”（注2)。

江戸材･木商人の場合を見ても前述

のように，各地からやって来た御用

材木屋の人々 が，江戸城修築の材木

洲達御用を一応終わり，道三堀木置

場等から引き払って，定住地を与え

られ，材木渡世を許されたところか

ら始まるとする文献もあります（注

3)。これらの人々は，引続き武家

地，寺社地の建築需要に応じて活発

な商売を続けることになります。大

径木，良材の取得となると，やはり

3．江戸開府の頃(その2）

||」
松本善治郎
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た，多摩川，荒川，中川，江戸川，

利根川等，江戸に通ずる河川を利用

し，その上流からさまざまな物資と

ともに，材木類も江戸に擬入されて

おりました。江戸の繁栄とともにこ

れらの物資の流通も多くなったにち

がいありません。武家地，寺社地御

用とこうした町人地需要に応ずるた

め，遠隔地の材木と関八州の材木

が，双方，補完的な役割をした場合

も当然あったと思います。

“慶長19年（1614年）8月上野国

で，暴風雨のため，利根川くりに稜

んであった桧材が流失した"という

記録や,青梅の森林地帯では,“徳川

氏の江戸入府とともに御用材･8千石

が課された”というのを見ても，関

東諸地方からもまた御用材が集めら

れていたことがわかります。

さて，江戸は武部であり，大体江

戸時代を通じて，武家地6割，寺社

地，町人地，それぞれ2割といわれ

ております。江戸の古地図を各年代

ごとに見ましても，武家地が広い而

職を占めていたことがわかります。

江戸の最盛期，人1.百万人，そのう

ち武士5割，町人5割，といわれま

すが，町人地2割のところに，50万

人が住むということは，かなりの人

口密度だったと思います。

幕政が定着し，平和な時代がつづ

くと，江戸は武士団を中心にした一

大消費都市になりました。特に寛永

12年(1635年）以降参勤交代制が定

まると，ますますこの傾向に拍車が

かかり，貨幣経済の発達とともに，

江戸は商人の活曜する商都としての

性格が強くなってまいります。

領主権力と結びつき伐採，運撒など

のことをしなければなりません。大

量な材を取り扱う御用材木屋の必要

性があったわけです。こうした領主

権力に結びついた初期特権商人の活

躍がこの時代の特長です。

幕府は，武家地，寺社地のほかに

町人地を区別しています。これは標

準的な町割として60間四方を一町

として,それを20間四方の9区画に

区分し，真ん中の一区画を空地にし

たものを一単位としました。道幅は

4丈として,この60間四方の町々を

分けております。（別図参照）表通

りに，表店，裏には裏店，それに囲

まれた中に9尺2間の裏長屋などが

あり，その住人が店や各種賦役に対

する労働力の供給源でした。しかも

この町は，それぞれの職業別になっ

ているところが多かったのです。
ダンス

箪笥町，炭町，大工町，茅場町（茅
シロガキ

を集めて売る町)，銀町，鍛冶町，

呉服町，青物町，等々で現在でも地

名がところどころに残っておりま

す。この町1単位あたりの人口密度

は，江戸時代中期には現在の東京よ

りも多いところがあったそうです。

このような町の家屋は，武家地

や，社寺地に比べ，大きな材木は必

要とせず（江戸初期2階建は禁じら

れていました）屋根は，草鑑きや板

ぶきで，小丸太や竹，割り物といわ

れる板類が使用されました。

“鋸を使って板を作ることは大変

な手数のかかる仕事であり，また相

当な技術を伴うから，簡単で能率の
クリ

よい割り板が生産された。材料は栗

が多く，これは「そぎ板」と呼ばれ，

野州から送られてくる「日光そぎ」

が好んで使われた。そぎ板の生命

は，ある程度の薄さにあって，薄い
アジロ

ものは屋根板や網代に組んで下見

板，厚いものは床板に使われた。長

さも約4尺，幅も6寸止まりであ

る。これは柾割りでも板目割でも材

質と技術の調和に限度があったから

である。また杉皮や桧皮もよく使わ

れ，板の代用を勤めていた(注4)。

こうした町人地の建設には，既述

のように，竹，木，薪炭を商う開府

以前からの「在郷の材木屋」が主と

して利用されたと思います。開府以

前の江戸宿の時代から，浅草や八代

洲河岸にこれらの人々が存在し，ま

B 日本橋より北側の町(日本柵・神田）
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町割り制（｢千代田区史」による）江戸市街の標準的な町制りは，図中Aのよ

うに1町は60間四方で,縦･横に20間ずつ3条に割り，中心の20間四方の土地

は空地にした。しかしBであきらかなように,60間四方の土地全部がひとつの町

ではなく，図の通りたいていは，道路をはさんでひとつの町を形づくっている。

したがって，町割りは均殿にされていても，各町には大小の差がみられる。Aは

本町通りと室町から神田につづく町割り図である。

＜児玉幸多，杉山博著「東京都の歴史」（山川出版社)より＞

〔注1〕噺宮市史」新宮市発行,I).228

〔注2〕北島正之氏「江戸時代」岩波新
":,p.108

〔注3〕嘉永4年（1851年）文書，板材
水間屋の願書。

〔注4〕「東京材木仲買史」p.168 ll
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施肥が閉鎖林に及ぼす影響に関

する研究（1）－2年間施肥し

たクロマツ林における葉量葉

のチッ素含有率と生長との関係
について

静大農湯浅保雄ほか

日本林学会誌64－4

1982年4月p.121～128

14年生のクロマツ閉鎖林に施肥

し，2生育期を経過したところで生

長量を測定し，林分葉蛾や葉のチッ

素含有率等の関係について調べた。

閉鎖林での施肥は，生長量の増加

が葉量の増加によるものか，あるい

は単に菜の能率の変化によるものか

測定例が少なく，まだ十分に明らか

にされていない。実験の結果，樹高

生長には最初の施肥から2年目に，

幹生長には最初に施肥した年より施

肥の影響が現われた。施肥2年目

の幹材秋生長量は無施肥区で16.3

ms/haであったのに対し，施肥区で

は19.0m3/1,(!であった。一方,林分

葉量は無施肥区と違いがなかった。

さらに，葉のチッ素含有率は無施肥

区より高くなっていた。これらのこ

とから，閉鎖林に施肥した場合，そ

の樹種のもちうる上限に近い葉量を

もっている林分では，葉量は増加し

ないであろうこと，そして，施肥に

よって葉批が増加しない場合でも葉

のチッ素含有率が高まれば生長量は

増加することがわかった。

トラクタ集材が伐採跡地に及ぼ

す影響（1）－トラクタ走行に

よる土壌の締め固めとカラマツ

植栽苗木の生長

岩大農猪内正雄ほか

日本林学会誌64－4

1982年4月p136～142

緩傾斜地の1､ラクダ走行による土

壌の締め固めと植栽苗木の生長阻害

の関係を明らかにするために，集材

直後の跡地および集材後2年を経過

したカラマツ造林地の2カ所で土壌

の物理性と苗木の生長量を調査し

た。

その結果，ホイールトラクタとク

ローラトラクタでは走行装置の織造

的特性の違いによって土壌の締め固

めの程度が若干異なるが，植栽苗木

の生長にとってはトラクタ走行によ

る土壌孔隙最の減少割合が少なくな

るクローラトラクタのほうがホイー

ルトラクタよりも有利であると推定

された。また，地被物を除去し地表

面を掘削して作設したトラクタ作業

道では，トラクタ走行による土壌の

締め固めとは関係なく植栽苗木の生

長は阻害されることがわかったが，

このことはトラクタ集材の地形的限

界あるいは作業道の路網を計画する

場合に考腫しなければならない条件
となろう。

56豪雪における耐雪性個体の態

様

関西育種・山陰支場植木忠二ほか

林木の育種特別号

1982年3月P.53～56

56豪雪を機に，気象害抵抗性個

体が選抜されて6年軽過した福井県

内5カ所の国有林において，選抜個

体35本とその周囲木805本の雪害

態様を調査した。

その結果，90％前後の被害地（現

在26～28年生のスギ人工林）の中

で，致命的被害個体は8.6％であっ

た。耐雪性個体が豪雪の中で一定の

結果を示した背景には，根元曲りが

小さく，クローネの形状も尖鋭で均

整がとれていることなど，選抜基準

にそった優良木が選ばれたところに

あると考える。予期せぬ雪害調査か

ら一応の免害性は有効と認められた

が，要は遺伝的変異あるいは耐雪性

としての再現性の確認が必要であ

る。

ヒノキの産地による生長のちが

い

静岡県・林試井出雄二

林木の育種特別号

1982年3月p.31～34

優良ヒノキの導入を目的として，

全国19の種子産地の精英樹次代3

家系を含めた21系統について,静岡

県内の4カ所に試験地を設け，植栽

10年目における系統ごとの樹高･胸

高直径の生長条件を比較するととも

に，産地の地理的条件や気候条件

と，生長の関係を調べた。

その結果，生長においては全般に

精英樹3家系がすぐれていたが，他

に，海山・窪川・久木野・天竜など

が良好な成縦を示した。地理的条件

では，締度により生育の差がみら

れ，低維度地方のものの成縦が良い

傾向がみられた。気候的条件では，

噸間降水量2,400mm以上の多雨地



域のものが良い成績を示した。以上

のことから，静岡県以南の温暖多雨

地域産の系統が本県の森林立地に適

しているとみられる。

スギの枝打ちと生産目標

下呂営林署山嶋喜－

みどりNo.303

1982年3月P､29～33

当署では現場の体験を中心に「枝

打ちの手順」を作成し，現地検討会

を重ね本絡的に取り組んできた。今

回は，スギの枝打ちの実行結果，付

加価値と現実林分の生長状況，伐期

齢（40年）と生産目標について検

討した。

枝打ちの実行は，生産目標（柱

材）に対応した適径期に実行すれば

よいが，枯枝の場合の入皮や手元狂

いによる損傷による入皮を考える

と，現行の適径級6～8cmのうち，

最小の6cmの時実行したほうがよ

い。基準材長（柱材3m,一般用材

4m)に根曲り部分を約11n含め

て実行する必要がある。植栽本数

(4,000本）と伐期齢（40年)，さら

に生長状況と現状の市場価格から判

断すると，スギでは収入の多いのは

柱材生産である。

高岡風化泥岩を克服した施工例

一"高岡の青グエ"と呼ばれる

特殊地質地帯で実行した林道新

設事業の工夫

綾営林署（前高岡署）川野惟彰

暖帯林No.402

1982年3月p.36～41

高岡営林署管内の林道工事箇所に

は,古くから一般に"間岡の青崩(背

グエ)"と呼ばれるきわめてもろい風

化泥岩地帯が散在している。施工が

非常に困難なうえ，完工後の維持も

難しい。そこで，経済的で耐久性の

ある林道開設工法を案出した。

以下，水分の多いヘドロ状の粘

土，柔軟性椛造物と施工時期，特殊

な方法による路休職造物について詳

しく述べ，そのうえで背グエを克服

した工法を紹介している。

その工法は，①盛り土と地樅（地

山）の接触面に盲暗渠（タケまたは

ネトロンパイプ）を埋設，②磯り土

の法尻の安定に透水性に富むフトン

籠工を施工，であるが，現時点では

盛り土の流失などの事故もなく，今

後もとくに問題はないと考えられ

る。

造林技術の原点一混乱と迷い

の適地適木論

東農大農倉田益二郎

現代林業No.191

1982年5月p.66～69

混乱と迷いの適地適木論の受けと

め方が解説されている。

“適地とは"では，古い言い伝えと

その評価，学ある人たちの混乱と迷

い，適地を誤った失敗例について概

説し，結局，スギの植林適地は地味

のよい所で，水分保持の良い所を

"ことわざ"とした言い伝えを高く評

価している。“適地判定の決め手"で

は，そのうちの代表的なものとして

土壌説，地形・地質説，水分説を紹

介し，土壌説には批判的であるが，

地形・地質説ではかなり確度の問い

指標因子になるとし，水分説をかな

り評価している。結論として，次の

2点を強禍している。①天然林成立

地と人工林造林適地とは全く異なる

(正反対である）ということ，②造

林適地判定は，自然科学的手法（実

験立誰）で得られた溌料によるべき

で，単なる調査資料に基づく推定段

階で，天然更新や人工林を実行する

ことは危険であるということ。

39

ユリア樹脂接着剤の老化性とそ

の改善

九大農江崎和也ほか

木材工業No422

1982年5月pl5～20

合板製造用に広く用いられている

加熱硬化剤（未泌縮型）ユリア織旨

接若剤の老化性ともろさ，按符耐久

性を改善するた池，小麦粉，ポリ酢

酸ピニルエマルジョン,SBRラテ

ックス，フルフリルアルコール，酸

消撒能を有するガラス粉末，石英粉

末の添加効果を検討した。

その結果，乾熱処理における強度

低下は過縮合が原因であり，ガラス

粉末の添加によって硬化樹脂中の酸

を除去することが有効であった。

シュラシューターを使用して

石原林材石原猛志

林経協月報No.247

1982年4月p.10～11

シュラシューターはグラスファイ

バー製の長さ4m,幅20cm,深さ

20cm,重さ10kgの樋状のものを

連結し，所々を杭，丸太等で固定し

た修羅で，その樋の中を木材を滑走

させて木材を搬送する。

以下，特長，作業，作業安全基

準，作業工程等が述べられている。

昨年，このシュラシューターを作製

し，間伐林，雪害林，広葉樹伐採林

等で使用し，好成績をおさめた。

○桜井孝一：廃材のゆくえ

木材工業No.422

1982年5月p.29～33

○松本人生：マイコンの話（1）

－何ができるか，何をやら

せるか

機械化林業No.341

1982年4月p.19～24
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農林鶉｢松くい虫被害対策

特別措置法第3条第1項の

基本方針」公表される

「松くい虫防除特別措置法の一部

を改正する法律」は,3月31日の参

議院本会議で可決成立し，名称も

「松くい虫被害対策特別措置法」と

換え，5カ年間の時限法として再ス

タートした。

そこで，農林水産省は同法第3条

第1項の「基本方針」を4月6日の

中央森林審議会に諮問し，答申を受

けたうえ，4月7日次のとおり公表

した。

第一の松くい虫の被害対策の総合

的な推進に関する基木的な指針は，

向こう5カ年間において，被害をお

おむね終息型の微害（被害率がおお

むね1影未満の水準）とするととも

に，松林の有する機能を確保するこ

とを目標として，被害対策を緊急か

つ総合的に実施する。

また，被害発生地域を，激害，中

害，微害の3地域区分し，被害対策

を地域の実態を踏まえて実施する。

第二の特別伐倒駆除および伐倒駆

除に関する韮木的な事項では，この

法案で新しく盛り込まれた特別伐倒

駆除について駆除の実施時期，周辺

の自然難境の保全等の観点から被害

のまん延を防止するうえで有効かつ

適切な松林について積極的に実施す

ることとし，実施に当たっては被害

木の有効利用についても配慮するこ

ととしている。

第三の特別防除等の薬剤による防

除に関する基本的な事項では，(1)特

別防除を行うべき松林の基準とし

て，特殊鳥類等の貴重な野生動植物

の生息地等を含む松林については実

施しないものとし，それ以外の松林

であって，微害を超えた被害地で，

かつ，地域住民等の理解が得られる

見込みがあるものについて特別防除

を実施する。

(2)特別防除を行う松林の周囲の自

然環境および生活環境の保全に関す

る事項では，地域住民等関係者の意

見を尊重するとともに，地域住民へ

の周知徹底を図り理解と協力を得る

ように努めること。

(3)特別防除により，農業・漁業そ

の他の事業に被害を及ぼさないよう

にするために必要な措置に関する事
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人工林の半分に達す
る間伐対象面積

昭和20年代から積極的に造成され

た人工造林地の多くは現在16～35

年生(Ⅳ~Ⅶ齢級）の間伐期に達し

ており，その面積は56年にはおよ

そ475万ha(私・公有林375万ha)

で，人工林面談の約半分に相当する

膨大なものとなっている。このう

ち，私・公有林について緊急に初回

間伐を必要とする森林面積は，ほぼ

193万haと見込まれている。

最近における私・公有林の間伐実

施状況は若干の増加傾向を示してい

るものの，①主伐に比べコスト高で

あること，②小径木の利用分野が狭

く販売価絡が低いこと，③山林保有

＝一癖…＝言＝=蚕=司戸壱三 容一＝＝ー●ﾛ
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三 ＝
＝

三＝
一一項では，十分な被害防止対策の実施

と関係者へのP･Rをうたっている。

第四の樹種転換に関する基本的な

事項では，被害森林の有する森林と

しての機能を確保することと感染源

を除去するという観点から実施する

こととし，被害激甚な松林，高度公

益機能松林（保安林等）の周辺に存

する松林について樹種転換を計画的

に実施する。

第五の「その他松くい虫の被害対

策に関する重要事項」では，被害の

激甚な保安林等で国土保全槻能等が

著しく低下したものは保安施設事業

を積極的に実施すること。

また特別伐倒駆除の促進，森林資

源の有効利用の観点から，林業改善

資金の貸付け，林道の開設等の措置

を識ずるとともに，チップ等への松

材の利用促進に努めることとしてい

る。

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｛
一
一
幸
室
二
一
一
一
一
一
一
一
｛
『
］
］
■
■
Ｈ
■
■
一
・
戸
』
・
酉
酉
』
』
］
一
一
一
一
一
一
一
一
一
二
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
二
二
』
』
］
車
再
】
』
】
一
一
一
一
一
一

三
＝
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三と農山村地域住民との交流を推進す政策方|句も，その的がしぼられてきニ
ー

ー
ー

三る」という事業のねらいである。わた感が深い。三
＝

三らび，ぜんまい，山ぷき，たらの（筒|弛夫）三
＝ニ

ヨ1111111111111illlllllllilllllllilll1llllllllⅡⅢIIlIII1IllIⅡⅢ|川I1IlIIⅡIIIIⅢ1111ⅡⅡⅢ111ⅡllIIIIIllII川1111ⅡⅡⅢlIlIlIIlIlIIⅢ11111ⅡⅢⅡⅡ'111川11Ⅲ''11Ⅱ111ⅡlⅡⅢlⅡ,房
屋＝

1．

者の間伐に対する認識や技術が低い

こと，④林道等基撚整備が不十分で

あること，⑤間伐実施の担い手がぜ

い弱であることなどから年間10～

15万1m程度にすぎず，緊急に間伐を

必要とする森林面砿に対して不十分

な水準にとどまっており，森林資源

上の大きな問題となっている。

このため，森林組合などを中心と

した地域ぐるみでの積極的な間伐の

促進が今後とも必要となっており，

この場合に，①間伐材を安定的に利

用し商品化するような需要の開発と

需要者・供給者間の間伐に対する情

報交換の円滑化，②間伐に対する知

識・技術の普及，③林道，作業道の

整備，磯械化の推進等による生産コ

ストの低減，④間伐実行の担い手の

育成を図っていくことが重要となっ

ている。

1－ 0F －割1
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林業技術者と空中写真とは，一体

どんな関係があるのだろうか？日

本では，最新技術として導入された

空中写真を，いち早く応用した先駆

者たちが，実は林業関係者であっ

た。それほど林業との関係は古いの

だ。

本誌の姉妹誌として，『森林航測』

が発刊されたのは昭和31年のこと

である。日本でただひとつの，林業

と空中写真の媒体としての使命を今

日まで持ち続けている，世界でも珍

しい雑誌である。筆者が林業試験場

の中島巌博士と知り合ったのも,実

はこの森林航測が取り持つ縁であっ

た。以来，四半世紀をたどり，この

間初期の空中写真から，時代はリモ

ートセンシングと呼ばれる新しい革

命期へと突入したのである。

リモートセンシングとは，ある時

は遠隔探知とも，遠隔測定ともい

い，お隣りの中国では遥感という。

地上はるかな大空を飛ぶ飛行機か

ら，さらにまた限りない宇宙の人工

衛星や宇宙船から，最新技術の結晶

である各種のセンサを使って地球表

面を探る，科学と技術の総合システ

ムである。悩報の収集から，データ

の処理と解析に至るまでの一連のプ

ロセスは，まさに21世紀へのアプ

ローチの最たるものといえる。

アメリカの科学アカデミー(Na-

tionalAcademyofScienceNAS)

が，1970年に公刊した最初の「リモ

ートセンシング」はその冒頭で林業

と農業からのニーズとその応用を第

一義的に取り上げているのをみて

も，林業とリモートセンシングの関

係の深さを知ることができる。この

ような歴史的背景を考えると，林業

へのリモートセンシングの実際的な

応用は時間の問題と考えてもいいだ

ろう。

このたび刊行された本書は，初め

Eご砺棚1

中島巖著
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植物の繁殖法に有性繁殖と無性繁殖

があるように糸状菌（かび）にも有性
世代と無性世代がある。うどんこ病菌
の有性世代の胞子の入れ物（子のう

果）とそれに付く様々 な形の付属糸に
ついては幾つか紹介してきた（本誌

457,458,479)。無性世代の胞子は一

般に分生子と呼ばれ，その形は単純な

ものから複雑なものまで変化に富んで

いる。写真はI､ウカエデうどんこ病菌

(Oi""〃sp.)の分生子柄とその先に
連なる分生子の走査電顕像で，ほかの

うどんこ病菌の分生子もだいたい似た

ような形で，風によって伝染する。う

どんこ病という病名は葉の表面に付い

た菌糸，分生子柄，分生子の白粉状の

集塊がうどん粉をふりまいたように見
えることからつけられたものである。

落葉広葉樹に寄生するうどんこ病菌の

多くは秋に形成された子のう果が越冬

／卜して翌年の伝染艫となる｡ﾄｳｶｴヂ
うどんこ病は新葉展開後間もなく発生

皀鶏頚篤窒溌
＝。れている｡(林試楠木学)
E一ヘノ
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てりモートセソシングの何かを知ろ

うとする人々のための本である。

テーマを宇宙からに絞り，「国土・

海洋は宇宙から監視される時代にな

った」に始まり，第1編「宇宙から

の観測開始」でリモートセンシング

の概念と人工衛星の働きを語り，第

2編「資源衛星ランドサットを使っ

てわかったこと」では地上900km

の宇宙からの画像の各分野への応用

の実態が紹介され，次の開発途上国

での対応の仕方を読むと，日本では

ぐずぐずできないぞ，との感じを受

ける。

第3編「日本ではランドサットな

どの利用はどうなっているか」では

技術開発の歩みから，現在の利用技

術のステップおよび日本という独特

な国土での利用についての問題点や

期待など，著者の日ごろの考え方も

のべられている。第4編「リモート

センシング技術の知識」で初めて基

礎的な分野の解説が始まる。すなわ

ち，光波の世界，プラットホーム

や，それに搭載されている各種のセ

ンサの内容・特長から，光の記録を

判別する仕組みまでの一貫したプロ

セスが，初めから順を追ってやさし

い説明で続けられている。

リモートセンシングは，特殊な分

野に属する，ごく一部の限られた

人々のもの，という考えが，各部門

に根強く残っていた，といえる。し

かし現在では，子供の雑誌でも大々

的に取り上げられるようになった。

スペースシャトルによって，多くの

人々の視点が，再び宇宙の彼方に向

けられつつある。

この本の刊行後に，著者の多年の

研究に対して日本農学賞が贈られ

た。仲間のわれわれにとっても何よ

りの喜びであることを付記して，紹

介の筆をおく。

（西尾元充・理博，技術士）

’
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国際分業論の崩壊

わが国は重化学工業化による工業

生産力の増大に伴い，輸出促進策を

経済成長の過程で推進した。

この輸出促進策の同策的理念が，

国際分業論であった。

すなわち，国際的に工業の技術水

準および生産力の高い国は，工業部

門の立ち遅れた国への工業製品供給

を分担し，一方，工業生産水準の低

い国は，もっぱら一次産品の生産を

推進して国際市場への供給を分担し

て，相互に補完関係を保つことが，

国際的な経済効率の高い経済構造を

形成することになり，このような国

際分業関係の下で貿易を拡大するな

らば，安定した国際経済の発展が期

待できるという論理であって，わが

国は，この論理をかざして重化学工

業化を進め，工業生産余力を海外市

場への進出拡大に振向けたわけであ

る。

このような経済体制が，わが国の

第一次産業分野を衰退させることに

なったのは，言うまでもないが，国

際分業指向の土台を揺がしたのは，

第一に昭和48年の石油ショックで

あった。この時に「資源ナショナリ

ズム」なる概念が叫ばれ，エネルギ

ーの自給体制確立ムードが世界的に

盛り上がり，国際分業理念はエネル

ギー分野で，まず可笑しくなった。

これに続いて，わが国の輸出拡大

が国際的貿易摩擦を引き起こし，諸

外国からの批判を受けることになっ

たが，貿易摩擦の度合が強いのは，

工業製品の輸出対象であるべき工業

|－－

生産水準の低い国との間ではなく，

欧米の工業水準の高い国との間であ

る。このことは，国際分業論の狙い

である"貿易の相互補完的機能"が，

現実には磯能せず，かえって国際間

の競合を激化させる結果を招いた。

さらに，摩擦解消策として提示さ

れた日本の農産物輸入障壁の撤廃に

対しては，わが国の国内事情を理由

にして，これを回避する姿勢である

が，これは，わが国が唱えた＝工業

製品を輸出し一次産品を輸入する＝

という国際分業理念の否定につなが

ることになる。

まさに，経済成長の過程で高唱さ

れた国際分業論は，現実と遊離し崩

壊したというべきである。

元来，国際分業の論理は，かつて

全世界に巨大な植民地および経済ブ

ロックを形成して，「大英帝国の繁

栄」を誇ったイギリスが，その繁栄
のために，植民地からの一次産品の

供給を背景にした本国の工業的発展

過程を体系づけたものである。

いま，改めて自らの産業椛造を検

討することが必要となっている。そ

れには，国際分業論的発想から脱却

して，資源・食粒・エネルギー・環

境など将来の諸問題と対応可能で，

わが国の体質に調和した産業撫造で

なければならない。その場合，わが

国において林業が産業として極めて

重要な地位を占めることは，高度経

済成長期以前の永い過去における経

済と林業との関連を見れば，－'一分認

識しうるはずである。(M・N)

この欄は編集委員が担当しています |’
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｢峠の群像」藪睨み

ハゼ（炉，黄鰄）を見ると，青木

繁・佐藤信渕・大石内蔵助・犬甘兵

庫・高総善蔵らの人物と，ハゼ紅葉

の美しさ，蝋燭・提灯等が浮かんで

くる。もともと，ハゼは西日本，な

かでも筑後地方に多い木で，画域の

鬼才青木繁も，

我が国は筑紫の国や白日別

母います国炉多き国

とよんで，母の顔とハゼを重ね，

故郷に思いを寄せている。「峠の群

像」になぜ，ハゼが顔を出すのか，

それも酸睨みのなせる業と勘弁願い

先を急ぎたい。

趣味で収録している撲り臭き資料

によれば，ハゼが本邦で栽培される

ようになったのは正保年|耐（1645）

からで，桜島に漂着した中国船が，

船を修復する間の村民の厚情に報い

るに，ハゼの育苗法，栽培法，搾蝋

法を教え，船中所持の種子と搾蝋器

を与へて帰ったのが起源となる。

その事があった10年後には珍し

さも手伝ってか急足に普及し，桜島

の特産品となっていたらしく，秋田

の農学者佐藤信渕は薩艤を訪ねたお

り，その有利性に蒲目し（筑後木

蝋)，承応3年（1655）桜島から種

子一升(1.82)を求めている（信渕

樋口 真 ー

家学全集)。さらに信渕は秋田への

帰途，諸国を遊歴し，各地で栽培の

利を唱え，請われれば少量の種子を

分配しながら旅を続けた。そのため

か，信渕力麺つた日向，瀬戸内の道

筋には次々にハゼ畑が出現し，それ

らの畑は現今の現地適応化試験地の

役割を果たした。

秋田の農学者に負けてはならじ

と，福岡県内の先覚，神屋宗湛・高

橘善賊・有馬主膳・犬甘兵庫の諸氏

は，それぞれの立場でハゼ栽培に心

血を注いだ。

今，仮に彼らを競泳の泳者に見立

てれば，第1のコース，神屋君，第

2のコース，高橋君,第3のコース，

有馬君，第4のコース，犬甘君とな

る。

各泳者の横顔を取り急ぎ紹介する

と，節1のコース神屋宗湛は博多の

豪商として知られた人で，元禄年間

(1690～）中国よりハゼ実を取り寄

せ，苗木を育て近隣に栽培を推めた

(福岡県史資料)。宗湛は手広い商行

為のなかからハゼ栽培の有利性を察

知したのであろうか。

第2のコース間橘善蔵は，那珂郡

山田村の人，享保15年（1728)，中

国人に栽培法,搾蝋法を学び勧業し，

およそ10年後の天文年間(1736）に

は，筑前の産物として大坂（阪）へ

蝋を送るまでに育成した。

善蔵は栽培現場の指導に加へ，延

享3年（1746）栽培，搾蝋の手引書

ともいえる『栴植遺言』と『夜光

玉』をあらわして普及に努めた（福

岡県の歴史他)。

第3のコース，有馬主膳は久留米

勝の家老，生葉郡（浮羽）の鎚水九

左術門の進言によってハゼ栽培を知

り，寛延2年（1749）桜島から苗木

10,000本を職入して九郎原に植栽

したのが筑後ハゼの始まりである

（福岡県の歴史)。

筑後地方ではハゼに対する関心が

高かったとみえ，宝歴年間（1750～

1760）生葉郡下の竹下周直は，近く

の松林の中で実りの良い品種（松

山）を，三井郡小郡村の内山伊吉

は，伊吉ハゼを育成してハゼ栽培に

拍車をかけた。

第4のコース，犬甘兵庫，この人

物が本日（文）の主役である。兵庫

は小倉藩の要職にあってハゼ栽培や

人工造林を推進した。

大河ドラマ「峠の群像｣（2月中旬

現在）では，浅野塩と吉良塩の話し

がチラホラ場面に出ている。

一説では，吉良氏は浅野氏の製塩

法を知りたがっていたという。江戸

では浅野の塩は羽根が生えたように

売れても，吉良の塩は低賀のため売

れなかったらしい。食い物の怨みが

うっ積して勅使接待について嫌がら

せをやり，松の廊下の刃傷沙汰に及

んだ．……云々 ･…･と。

話しは進み，元禄15年(1702)雪

降り砿る吉良邸へ討入り，見事，吉

良氏の首を討ちとって泉岳寺へ引き

上げた一同は，その後，肥後細川家

他3家の江戸屋敷へ預けられの身と



なる。

細川家の義士に対する処遇は余り

にも有名であるが，大石内蔵助はそ

の優遇に報いるため，介錯人安場氏

に対し…･“「貴藩へ申残す事業があ

る，序の時，上司へ相談なし，しか

るべきものなれば御奨励あってはい

かがと存ずる。それは炉栽培でござ

るが，右事業は拙者赤輔辮執職当

時，農村民救済として薩摩の名産，

ハゼの移植栽培を思いつきたるも，

ついにその志を果たさず今|ﾖに及く

り，ついては貴藩本国は薩摩同様の

気候風土なれば，ハゼの栽培は最も

理想的と存ずる……」とハゼ栽培を

説いたといわれる。細川家では南部

(水俣）を中心にハゼ栽培を始め，

後年，肥後ハゼとなり藩の重要収入

源となったという（随観随錐，九州

報知新聞)。

大石氏が最後のみぎり，それらし

き事をTVの画面で言うかどうか，

域り臭き資料を脳裏に興味深く見つ

めることにしている。

ハゼ栽培に焦点を当てて時代を考

証すると…･…義士が吉良邸へ討ち入

ったのは元禄15年（1702)，佐藤信

渕がハゼ栽培を説いて瀬戸内を通っ

たのは承応3～4年（1655～1656）

ごろであろうから，約50年の歳月

が流れている。チャンバラに用な

く，黄金に魅力を感じていた元禄の

ころ故，赤穂藩の重役がハゼ栽培の

有利性に着目していたとみても不思

議ではない。ただ，隣国薩摩の名産

に肥後藩が気付いていなかった点に

疑問が残る。しかし，その点に固執

するとこの文が成立しないので話し

を進めよう。

大石内蔵肋はなぜ，･切腹直前まで

ハゼ栽培法の伝授を引延ばしたの

か，大石ファンにはお叱りをうける

だろうが，まかり間違えば生き伸び

られるのではないか，と，一縦の望

を託していたと推察する事もでき

る。しかし,死の直前まで他人(国）

へは知らせたくないほどハゼ栽培は

うまみのある産業であったとここで

は定義して大石氏の名替を固定した

い。

第4のコース，犬甘兵庫は，大石

氏をとおしてハゼ栽培に着手し，儲

かる目安がついた肥後藩中にあっ

て，かねてより親交のあった堀某氏

から，ハゼ樹栽培のイロハを聞き，

肥後より苗木を取り寄せ，荒れ畑に

試植して好成績を残した（寛政年

間)。

小倉藩のハゼは後年，盤前ハゼと

なり藩と村民の懐を温めるようにな

る。しかし，万事が良い聯の連続で

はなかったらしく，ハゼにクスサン

が大発生した時，農民はクスサンを

｢兵庫虫」と呼び，犬甘氏を嫌う気

持とハゼの害虫をダブらせている。

幕政時代の山腹斜面や薮地は農耕

予備地として利用されていた。した

がって，ハゼを植えればそれだけ緋

地面讃が少なくなり，食職と天秤に

かけたのではないか，また，当時は

諸産物による収入がストレートに農

民の懐に入らなかったため，造林地

が増大したり，ハゼ等が生長して日

45
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陰をつくり，腱作業に支障がでるよ

うになると，農民は作物および作物

を普及した人物を嫌ったのではない

か｡特にハゼにはカブしる人も多か

ったろうからいっそう嫌がられたの

ではないか。食べ物の怨みは恐ろし

く，犬甘兵庫は晩年頂吉にて嶽死

することになる。犬･M･氏同様，秋月

藩における林業の祖ともいうべき

間小四郎(俊勝）も，藩財政を豊か

にするため造林事業を興し，なかで

も江川山造林に際しては水源の森造

成と銘打って推進したほどの人物で

あるが，間氏も玄界島への流烏や桑

曲村での閉|'I等寂しい晩年を過ごし

ている。

「峠の群像｣を見て,ハゼ栽培と大

石内蔵助とのかかわり，豊前ハゼの

ルーツの記録を呼び戻して散文をま

とめる気になった。薮睨みのため千

鳥足随想となり，全文をとおして独

断と偏見がまかり通った街談巷説に

なったことをお許しいただきたい。

ともあれ，薮睨居士としては，浅

野氏の製塩技術を盗むため，吉良氏

はどのような手練手管を使うのか，

大石内蔵助はいつどこで，肥後藩に

ハゼ栽培法を説くのか，説かずじま

いか，その辺に視点を据えて「峠の

群像」の流れを追跡したい。

（福岡県水産林務部治山課）

投稿募集要領

画技術体験の紹介，実験・淵査等の結果の発表。要点をできるだけ簡単に醤いて下
さい。〔400字詰原稿用紙12枚程度（図･表･写真を含む)〕
圏日常，業務にたずさわっての林業全般（林業政策・技術振興等）に関する意見・
要望，本会運営に関すること，会誌についての意見等。〔400字詰原禰用紙8枚
程度〕

口上記についての投稿は会員に限ります｡また原稿は未発表のものをお寄せ下さい。
口原稿は総面の都合で短くする場合もあります。原稿の採否，掲載の時期はできる
だけ早く本人にご連絡いたします。
口原稿には，住所・氏名（必ずふりがなをつける）・職名(または勤務先)および電
話番号を明記して下さい。
ロ掲賊の分には，薄測を囎呈いたします。
ロ送り先〔〒102〕東京都千代田区六番町7 日本林業技術協会編集部
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57年度

山火事予知ボスター

「図案」「標語
募集要領

＜要旨＞山林火災の危険を広く国民一般に周知させ，

山林火災の予防・森林愛謹の必要性を強調したもの。

ただし未発表の創作に限る（入選作品のうち特に優秀

なものは57年度当協会作成の『山火事予知ポスター』

として採用)。どなたでも応募できます。

＜作品要領＞図案について，ポスター用紙は51cmX

36cm,縦がきとする。油彩・水彩・クレヨン何でも

可。ポスター作品の裏面にも住所･氏名を明記のこと。

標語については官制はがきに1人何点でも可。文語，

口語，長さも自由。

応離作品は一切お返ししません。入選作品の著作権

はすべて日本林業技術協会に帰属することとします。

＜募集締切期日および送付先＞昭和57年9月10日締

蕊鴬溌
切(当日消印有効)。

日本林業技術協会

「山火事予知ポスタ

ー図案･標謹係(〒

102束京都千代田区
本年度作品

六番町7番地)まで。

＜発表＞入賞者には直接通知するとともに，会誌「林

業技術」10月号に発表いたします。

＜入賞者には＞1等(図案・標語の部各1名)日本林業
技術協会理事長賞（副賞として1万円相当の記念品)，
2等(図案･標語の部各2名）同賞(副賞として5千円
相当の記念品),佳作若干名には記念品を贈呈いたしま

す。日本林業技術協会

協会のうごき

◎常務理事会

昭和57年度第1回常務理事会を,

次のとおり開催した。

期日：昭和57年5月19日（水）

場所：日林協5階会議室

出席者：猪野，小畠，島，尾崎，

大矢，栗原，塩島，辻，中村，滑

川，光本，宮下，山田，（監事）五

十嵐，新庄，（顧問）坂口，蓑輪’

福森，（参与）林野庁造林課長，研

究普及課長，林産課，計画課，各課

長代理，計22名

議事

猪野理事長より挨拶ののち，つぎ

の事項について説明した。

1．第37回通常総会提出議案につ

いて

◎講師派遣

依頼先：林野庁

講師：顧問松井光端

内容：昭和57年度林業専門技

術員新任者研修

明日の森林・林業と試験

研究

期日：5月27日（木）

◎海外派遣

国際協力事業団の依頼により松井

顧問を次のとおり派遣した。

派遣先：ペルー国

期間：5月31日～6月21日

◎調査研究部関係業務

1．カモシカ生息地における森林施

業に関する調査委員会を，5月21

日日林協会議室において開催，林

野庁，林業試験場，信州大学，日

林協の各委員が出席し，昭和57

年度調査計画等について打合せを

2

’

行った。

水源地森林機能研究会委員会

を，6月3日日林協会議室におい

て開催，建設省，林野庁，日林協

の各委員が出席し，森林特性と流

域特性が河川流出等に及ぼす影響

の評価について検討を行った。

昭和57年6月10日発行

林業技術

第483号

編集発行人猪野礦

印刷所株式会社太平社

発行所

社団法人日本林業技術協会
(〒102）東京都千代田区六番町7

電話03(261)5281(代)～7
（握替東京3－60448番）
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一|キリ関係者必携キリ関
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桐栽培総論｣熊倉國雄著「

A5版214頁，原色口絵(写真)4頁の豪華版定価3000円，郵送料250円

■推薦の言葉

著者熊倉國雄氏はキリと共に生きて来たような人物である。彼の著書を見ると，
｢昭和32年桐栽培の参考｣，「昭和34年有利な桐の栽培法｣,｢昭和34年桐の仕立
て方｣,「昭和47年桐の栽培法」となっている。何れもその時点においてはすぐれた
著書であった。

昭和40年代はキリの生産および加工業界にとっては激動の時代であった。即ちキ
リ材製品の再評価，画期的な需要の蛸大に対して供給の激減により，価格は稀にみ
る高騰を来し，大量の外材輸入を招来した。林野庁も多大の関心をもち，著者熊倉
國雄氏は日本におけるキリ専門家としての研究業絞を認められて海外調査を委嘱さ
れ,パラガイおよびブﾗジﾙに出張し調査研究および現地指導を行ったのである。
更に続いて中国および台湾に渡り特にキリ種類の分類の調査研究を行ったのである。
以上の海外での調査研究成果に加えて，国内におけるたゆまなく続けられた試験
研究の成績を集約し総合して記述されたのが本書「桐栽培総論」である。
本書は，序文・第1章キリの歴史・第2章キリ材の需給と栽培状況・第3章
キリの種類と分布および樹性・第4章育苗・第5章扱培法・第6章保育法・
第7章保護管理・第8章伐採と材積計算法・第9章キリ栽培収支計算・第10
章キリ材の特性と用途の各章からなっている。

特に著者が学会発表された研究成果であるキリ椛類の分類についてはカラー写真
入l)で詳述されている。また海外産材に劣らない優良材の生産を目的とする彼独特
の栽培法については100頁にわたり懇切丁寧に収l)あげられている。即ちキリの総
てが詳細に解説されているすぐれた薪書である。

特用林産の一としてキリの生産振興が推進されんとして今日，他の類のない貴重
な必読の指導書として，農山林振興に関係される諸兄に推薦したいものである。

宇都宮大学名誉教授永田潤一

＝一一一~＝‐一一一一一一‐一＝‐一一一一ニーーーーー＝一一心一＝一一一一
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「木の住まい｣ボスター写真･作品募集要領
ⅡⅢIIHIIⅡIⅡ111ⅡⅢiⅡlⅢⅢlⅢ11ⅢⅡⅢlⅢ11ⅡⅡⅢHlIⅢⅢ''111ⅡⅢⅢlIIIⅡⅢⅢⅡ11111ⅢlIIlIIⅢIllllIIII川llIlIⅢIlIIlⅢIIIIiIIIⅢ1111Ⅱ11ⅡlⅢⅡIⅢ11ⅡIIIiIIⅡ11ⅡIⅢIⅢⅡ''1Ⅲ111ⅢIIllllIIIⅡlⅡⅢllIlIlⅢ1111ⅢⅢⅢlIIIⅡⅢ

回テーマ：木の住まい 木の住まい推進協議会

日本人の生活とマッチした住みここちのよい木の （電話03-581-4806）

住まい，居住性の優れた木造住宅 作品の帰属：入選・佳作作品の版権は主催者に属

囹目的：ポスター製作を前提とする し，応弊作品は原則として返却しな
い

制作するポスターはB全,B2のタテ位蹴
回審査員ポスターに刷込む文字

叶月八日は木の日です」ノ域く下弘（写真家・日本写真家協会理事）および
「住んでよし心ゆたかな水の住まい」 主催背

回応募規定 回入選者の決定と発表

作品：カラー（リパーサル),6cm×6cm 審査は昭和57年8月上旬に行ない，入選者に直

判以上 接通知する

応募資絡：プロ・アマ写真家を問わず自由 回表彰

応募点数：制限なし入選…1点300,000円

記載事項：搬影者（郵便番号，住所，氏名，電（但しポスター制作該当作品）
話番号,年齢)，撮影場所,扱影年月佳作…5点各30,000円
日

＊ゆ職い推進協議会締切：昭和57年7月31日，当日消印有効

送り先：〒100束京都千代田区永田町2-4-3
〒100束京都千代田区永田町2-歩3永田町ピル6階

永田町ビル6階電話03-581-4806稀(日本木青述内）
r､－－F‐1－．－－－－‐＝

＝■寺q‐‐－－一一皇寺一・一号｡ ~＝一季一一一ニーミーー‐‐や一

マツクイムシ防除の研究助成

応募要領

課題●マツクイムシ防除の研究

助成対象●ゴルフ場における松の枯損現象の防除に資するため，広くマツクイムシによる
とされているマツ類の枯損現象の防除に関する基礎的，応用的な新しい研究に
ついて研究助成を行うこととする。

助成金額●一件につき100万円以内（1ケ年)，3ケ年間を限度とする。今回の応募対象は
3件程度とする。

＜応募締切期限＞昭和57年7月31日

＜応募要領の細目及び連絡先＞応募要領の細目については次にお問い合せ下さい。

社団法人ゴルファーの緑化促進協力会
〒105束京都港区虎ノ門2-6-7和孝第10ビル／電話03-504-1071(代）
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プラニクスの特微：●読み間連&､のな↓､デジタル表示

●ワンタッチで0:セットができるクリヤー機能

●架積測定を可能にしたホールド機能

●手元操作を容易にした小型集約嚇造

●図面を掴傷する極針を取り除いた新魚蹄|・

●低価緒を達成したPLANIXシリーズ

|PLANIX2-¥55,000PLANIX3-¥59,000PLANIX3S-¥56,50･

※カタログ・資料請求は、本社まで

ハガキか曾蕊舌にてご連絡ください。

TAM/A<>"AI厩
株式会社■

本社:〒104栗京都中央区銀座3-5-8TEL､03-561-8711㈹
工場:〒143東京都大田区池上2-14-7TEL､03-752-3481㈹



●次代を担うこどもたちへ《緑》の大切ざを
語りかけ､自然観察の輪を広げます

林野庁･監修全国学校図害館協議会選定図書
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小学生のための森林教室
●28項にわたる森と木の質問箱一森林の
生態と機能，森林と人とのかかわり，《緑》
の大切さをやさしく楽しく説き明かします．

● ●

●新指導要領により､昭禾略5年度以降,小学
5年生社会禾感斗書から，林業の記述が削
除されるにいたり．本書はこれを補うよう
配慮．最新の統計-資料･研究成果をもとに，
日本の森林・林業の現在の姿を浮き彫りに
します

●
内
容
見
本
●一

●多数のイラスト．グラフ,カラー写冥を配
し.楽しみながら"目てをみる日本の森林・林
業，の構成にもなるよう配慮されています

●副読本，教材等にもご利用下さい．

【小学校高学年向き】

t

●BS判/s4ページ/4色刷/●定価SOO円(〒実費)発行／日本林業技術協会

●研究者･実務者待望の本格的参考書〃

⑬山
'.美しい国土へのﾕﾆーｸな解答一写真が語る緑地の本質〃

写真集
iⅢ川Ⅱ11川ⅡⅡI川11川I川IⅡⅡⅡI川lⅡ川lⅡlⅢ11Ⅱ川Ⅱ川I川川Ⅱ川IlIII川Ⅱ11ⅢⅡⅢⅡIlII1II川IIlⅡⅢ’ I川川川IlIlIⅡIⅡ

山林はいかに評価すべきか‐

比類なき豊富な内容･詳細な解説。選りすぐられた事例／
(主な内容

第1編山林評価総説／第2編林地の評価／第3編林
木の評価／第4編特殊な目的による山林評価／第5編
山林の経済性計算／第6編森林の公益的機能評価

岡崎文彬著
、主な内容》

O章緑のない風景3章自然公園

1章都市と周辺の緑化4章生産緑地

2章都市の近郊緑地CO章ユートピアを求めて

個10数万枚の写真から厳選した珠玉の緑地景観〃
■1枚1枚の写真城著者の緑地観を語る構成〃
面全国民的見地からの緑地論の決定版〃
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騒取大学名篝教授･躍学陶土

鳥取大学農学部教授･農学|専士

鳥取大学農学部教授･農学|噂土

鳥取大学農学部助教授

鳥取県森林組合連合会参ツi

島根大学礎学部助教授
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A5/644ページ／上製本
●定価6,000円(〒共）

A4変形判/242ページ／カラー250葉
モノクロ156葉●定価15,000円(〒共）
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発行所獺社団法人日本林業技術協会
〒IO2東京都千代田区六番町7電話(03)26I-5281振替東京3-60448

●童津棄は直接当協会へ
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